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平成21年12月７日（月曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第５号）

○議案第６号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第８号 工事請負契約の変更について

○議案第９号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第10号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について（別紙２）

○請願第９号 「宮崎県中小企業振興基本条例

（仮称）」の制定を求める請願

○請願第19号 平成21年度宮崎地方最低賃金改

正についての請願

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・新規学卒者雇用対策等について

・平成21年 年末雇用・金融対策について

・「みやざき農商工連携応援ファンド事業」第

２回公募結果等について

・雇用情勢と若年者の就労支援について

・宮崎県の中長期道路整備計画の中間見直しに

ついて

出席委員（９人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 西 村 賢

委 員 星 原 透

委 員 野 辺 修 光

委 員 黒 木 正 一

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

商工観光労働部次長 持 原 道 雄

企業立地推進局長 矢 野 好 孝

観光交流推進局長 江 上 仁 訓

部参事兼商工政策課長 古 賀 孝 士

工 業 支 援 課 長 森 幸 男

商 業 支 援 課 長 吉 田 親 志

経 営 金 融 課 長 安 田 宏 士

労 働 政 策 課 長 押 川 利 孝

地域雇用対策室長 篠 田 良 廣

企業立地推進局次長 山 口 俊 匡

観 光 推 進 課 長 後 沢 彰 宏

みやざきアピール課長 甲 斐 睦 教

工業技術センター所長 河 野 雄 三

食品開発センター所長 河 野 満 洋

県立産業技術専門校長 西 盾 夫

県土整備部

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

県土整備部次長
岡 村 巌

（ 総 括 ）
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県土整備部次長
児 玉 宏 紀

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
藤 原 憲 一

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 渡 辺 学

管 理 課 長 成 合 修

用 地 対 策 課 長 服 部 芳 邦

部参事兼技術企画課長 岡 田 健 了

部参事兼工事検査課長 冨 髙 康 夫

道 路 建 設 課 長 濱 田 良 和

道 路 保 全 課 長 大 寺 重 樹

河 川 課 長 大田原 宣 治

ダ ム 対 策 監 小 嶋 雄一郎

砂 防 課 長 平 田 一 善

港 湾 課 長 野 田 和 彦

空 港 ・ ポ ー ト
前 田 安 徳

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 黒 田 博 司

公園下水道課長 東 康 雄

建 築 住 宅 課 長 佐 藤 徳 一

営 繕 課 長 川 﨑 俊一郎

施設保全対策監 上 門 豊 生

高速道対策局次長 河 野 俊 春

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

ただいまから商工建設常任委員○宮原委員長

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○宮原委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

委員会を再開いたします。○宮原委員長

報告事項等について説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

それでは、商工観光○渡邊商工観光労働部長

労働部、御説明させていただきます。

まず、説明の前に、お手元の資料について説

明させていただきます。本日は、商工建設常任

委員会資料として先日お配りしました資料のほ

かに、新たに別冊資料をお配りしております。

この資料は、現在の厳しい経済・雇用情勢を受

けまして、緊急に取りまとめた対策について報

告させていただくものでございます。本日は、

事前配付資料を説明させていただく前に、こち

らの資料のほうから説明させていただきます。

別冊資料の１ページをお開きいただきたいと

思います。新規学卒者雇用対策等について御説

明させていただきます。現在、本県の雇用状況

は非常に厳しいわけでございまして、特に新規

学卒者の就職内定状況の対前年比の下落幅が過

去最高となっておりまして、かつてないほど厳

しい状況にございます。このことについては先

週の本会議でも多くの議員から取り上げられま

して、御質問があったところでございます。こ

のような状況を踏まえまして、県では、これま

での総合的な雇用対策の中で新規学卒者の雇用

の場の確保に向けて取り組んできたところでご

ざいますが、さらに直接的、緊急的な対策を早

急に講じることとしたところでございます。

資料の１ページ、２の新たな県の対策案をご

らんください。新たな県の対策としまして、ま
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ず新規学卒者の雇用対策を２つ用意いたしまし

た。（１）の①をごらんいただきたいと思いま

す。１つ目が民間への委託雇用でございます。

県が民間団体、企業等へ委託し、新規学卒者を

新たに雇用させて業務を行う、民間企画提案型

公募事業を実施したいということでございま

す。これは、新たな雇用の場を民間からのアイ

デアをいただきながら創出するという県民総力

戦の一環とも言える取り組みと考えていただき

たいと思います。委託に当たりましては、平

成22年３月高校卒業者または大学卒業者を雇用

することを要件としまして、雇用期間は１年間

となります。規模として100名程度の雇用を見込

んでいるところでございます。次に、②をごら

んいただきたいと思います。２つ目は、県にお

ける臨時職員としての雇用でございます。県庁

各課や出先機関、県立学校を含む教育委員会等

において臨時的任用を行うもので、任用期間は

４カ月単位の更新による８カ月となります。こ

の規模は50名程度を見込んでおりますが、現

在、新規学卒者の雇用の場として適切なものを

調査しているところでございます。いずれの事

業も財源としましては、緊急雇用創出事業臨時

特例基金事業を活用した事業となっているとこ

ろでございます。また、本事業につきまして

は、緊急雇用基金制度の適用要件を最大限活用

したものとしておりますけれども、さらに事業

効果が発揮できますように、国に対して基金事

業要件の緩和を強く求めていきたい、そしてよ

り効果的な事業スキームの構築を行っていきた

いと考えております。

２ページをごらんいただきたいと思います。

（２）の新規学卒者が職業訓練を受けられてい

る期間における生活支援策でございます。国が

現在実施しております緊急人材育成支援事業に

よる職業訓練の受講者のうち、一定の要件を満

たす方には一定額の訓練・生活給付金が支給さ

れているところでございますけれども、その支

給要件に該当しない方に対しまして、訓練期間

中の生活資金貸し付けを行うということでござ

います。そのためにハッピーライフ資金の要綱

を改正いたしまして、貸付対象者の拡大を行

う、また９月補正で貸付原資の大幅な積み増し

を行いました生活福祉資金の活用をしていきた

いというふうに考えております。

次に、（３）でございます。さまざまな職業

訓練を行っております県立産業技術専門校で

は、22年度入校者に新卒未就職者枠を10名程度

設けたい、そして臨時的に８名程度の定員増を

行うこととしております。

以上、これらの新規学卒者対策につきまして

は、今後、具体的な事業内容を策定いたしまし

て、しっかりとした成案を得た上で２月議会に

御提案し、議決いただければ速やかに事業公募

等に着手しまして、４月からの雇用等に対応し

てまいりたいと思っております。また、国の新

たな新規学卒者対策等の動向には十分注視して

いきまして、県として迅速的確に対応してまい

りたいと考えております。

なお、この対策に関連しまして、つけ加えさ

せていただきます。１つは、この対象は、就職

難で苦労されている生徒さんたち、また御家族

の方を一刻も早く安心させるためのセーフティ

ネットでございます。本来なら、このような対

策を活用しないで無事就職が見つかることがあ

るべき姿と我々は思っております。現在、教育

委員会では、進路対策専門員を５名から23名に

増員しまして、生徒の就職について懸命に努力

されておりますから、それらの成果を強く期待

していきたい。また同時に、年の瀬を越し、１
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月、２月に就職内定を決めるという企業もある

と聞いております。我々商工観光労働部としま

しては、各企業に雇用について強く働きかけて

まいりたいと考えております。

次に、２つ目でございますが、それに関連し

て、このように就職内定状況がまだ流動的でご

ざいます。一応雇用者数としては、ただいま説

明した150人の枠を申し上げましたが、高等職業

訓練校、県立産業技術専門校を除いて150という

枠を設けましたが、雇用者数としましては、た

だいま説明した枠については、今後、実態に応

じまして変更の可能性があるということでござ

います。先ほど述べましたが、基金の要件緩和

が実現すれば、より効果的な事業形態への変更

もあり得るということをお含みいただきたいと

思います。

３つ目でございます。今回の新規学卒者雇用

対策につきましては、事業費が５億4,000万円と

新聞等で報道されているわけでございますが、

民間委託による雇用100人と県の臨時的任用50名

を想定し、新規学卒者の初任給や県の22条職員

の賃金をベースに事業費を仮に推計しますと、

約５億4,000万円という数字が出てくるというこ

とでございます。先ほど申し上げましたよう

に、年明けの就職内定状況によっては雇用者数

も変わっていきまして、予算額も変動してきま

すので、今後、２月議会までに事業内容を固め

まして、金額を精査した上で予算案を提案させ

ていただきたいと考えております。

次に、４つ目でございますが、雇用情勢が大

変厳しいのは新規学卒者だけでなく、全体とし

て厳しいわけでございまして、今回はとりあえ

ず、新規学卒者だけの対応として先に出させて

もらいました。新規学卒者以外を対象とした対

策もこの基金を積極的に活用し、そして今後、

国の対策と相まって早急に考えていかなければ

ならないと考えておりますので、よろしくお願

いいたしたいと思います。

以上、今回打ち出した新規学卒者の雇用対策

について説明いたしました。

なお、年末の雇用・金融対策につきまして

は、本日、担当課長より後ほど説明させていた

だきます。このほか、事前配付資料の報告事項

２件につきましても、担当課長等より説明させ

ていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。私のほうからは以上でございます。

同じく別冊資料の３ペー○古賀商工政策課長

ジをごらんいただきたいと思います。平成21年

年末雇用・金融対策について御説明申し上げま

す。

まず、１の雇用対策でございます。（１）に

書いてございますが、労働相談窓口を今月26日

から30日までの５日間開設いたしたいと思って

おります。また、（２）でございますが、若年

者の雇用相談窓口を、ことし初めての試みでご

ざいますけれども、ヤングＪＯＢサポートみや

ざきを同じく今月26日から30日 28日はあい―

ているわけでございますけれども、29日以降、

休みのところをあけるようにいたしたいと思っ

ております。

２の金融対策の（１）に書いてございます

が、12月９日に、知事が中小企業の年末の資金

繰り支援に対する協力要請ということで、銀行

協会及び信用保証協会を訪問いたします。さら

に、（２）でございますが、労働相談と同じよ

うに、今月26日から30日までの５日間、金融相

談窓口を設置いたしたいと思っております。関

係団体の対応といたしまして、信用保証協会

が、今月19日以降の土日、祝日、30日までにな

りますけれども、相談窓口を開設するというこ
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とにいたしております。さらに、商工会議所、

商工会におきましても、26日から30日までの

間、相談窓口を設置することといたしておりま

す。

３のその他でございますが、（１）の相談窓

口の一本化でございます。各部と現在調整をい

たしまして、利用者の方々の利便性の向上を図

る観点から、相談窓口を一本化いたしたいと考

えております。相談内容のところに書いており

ますけれども、金融、労働以外に、生活保護、

福祉資金、公営住宅、消費相談、関係各課に窓

口一本化について今協議をいたしております。

具体的にどのような運営でやっていくかにつき

ましては、来週中までには決定いたしたいと

思っております。さらに、労働相談につきまし

ては、ハローワークのほうにも協力要請いたし

ておりまして、できればこの窓口一本化の中に

御参加いただきたいと思っております。

最後になりますが、これ以外の商工観光労働

部における取り組みでございます。４ページの

別紙をごらんいただきたいと思います。工業支

援課のほうでは、産業支援財団でございますけ

れども、総合相談窓口の充実強化及び取引開拓

の強化を行いたいと思っております。経営金融

課関連で申し上げますと、商工団体等の職員に

よる中小企業訪問の強化をいたしたいと思って

おります。さらに、労働政策課におきまして

は、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業の前倒

し発注による雇用の拡大、また今後受講可能な

職業訓練の紹介をいたしたいということで対応

いたしたいと思っております。

私のほうからは以上でございます。

それでは、事前配付いたし○森工業支援課長

ました常任委員会資料の１ページ、みやざき農

商工連携応援ファンド事業の第２回の公募結果

等でございます。

１の事業概要でございますが、財団法人宮崎

県産業支援財団に設置いたしました総額25

億2,000万円の農商工連携応援ファンドの運用益

を活用いたしまして、農林漁業者と中小企業者

の連携体が取り組む新商品開発や販路開拓、新

技術の開発等に対し支援を行うものでございま

す。年間の事業費といたしましては、約3,600万

円を予定しているものでございます。

２の公募の概要及び結果等でございますが、

第２回の公募につきましては、本年９月24日か

ら10月23日まで公募を行ったところでございま

す。６事業者から６件の応募がございました。

民間の専門家あるいは公設試験研究機関の職員

等で構成いたします審査委員会で審査を行いま

したところ、６件すべての事業を採択すること

としたところでございます。内容でございます

が、サツマイモ、ソバ、青大豆など、県内産の

農林水産資源を生かした新たな食品やガーデニ

ング商品の開発が５件でございます。それか

ら、畜産農家向けの飼料タンクや畜舎を対象と

いたしました暑熱対策の新サービスの開発が１

件でございます。また、今回採択されましたう

ちの２件につきましては、前回落選した事業が

ございましたが、産業支援財団のコーディネー

ターの指導によりまして、再度、計画練り直し

を行いまして採択されたものとなっておりま

す。なお、米印にございますが、本年度全体の

採択は、第１回目の採択分８件と合わせまし

て、合計で14事業、金額にいたしまして3,000万

円ほどになっております。今後の公募につきま

しては、来年３月ごろを予定いたしておりま

す。

続きまして、２ページでございます。農商工

連携の推進に係る今後の行事予定等でございま
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す。まず、①でございますが、今月16日に、宮

崎県農商工連携シンポジウムをウェルシティ宮

崎で開催することにしております。県内で活躍

されております農林漁業者や中小企業者による

パネルディスカッション等を行い、制度や事例

等を紹介することにいたしております。また、

②ですが、来年１月25日には、県内の農林漁業

者と商工業者のビジネスマッチングを図るた

め、「2010農商工連携マッチングフェアin宮

崎」を宮崎観光ホテルで開催するほか、③でご

ざいますが、翌日の１月26日には、約150社が出

展する県内最大級の商談会「みやざき食と農の

商談会2010」をシーガイアサミットホールで開

催することといたしております。農商工連携の

推進に当たりましては、関係機関と連携したこ

れらのイベント開催や、ファンドを活用した連

携体に対する支援、これらを活用いたしまし

て、今後とも積極的に推進してまいりたいと考

えております。以上でございます。

委員会資料の３ペー○篠田地域雇用対策室長

ジをお開きください。雇用情勢と若年者の就労

支援について御説明いたします。

まず、１の（１）の本県の雇用情勢について

です。アの（ア）の有効求人倍率の推移です

が、全国の状況は、本年７月まで14カ月連続で

前月を下回っておりましたが、９月以降、２カ

月連続で前月を上回っている状況となっており

ます。一方、本県は0.4倍前後で推移してきてお

り、10月は対前月差で４カ月ぶりに0.01ポイン

ト上昇しております。次に、（イ）の九州・沖

縄各県の有効求人倍率ですが、本県は対前年同

期比で0.12ポイントの低下となっております

が、他県も同様にマイナスとなっており、詳細

は表記載のとおりです。次に、イの完全失業率

の推移ですが、21年１月以降、６カ月連続で前

月を上回っておりましたが、７月の5.7％をピー

クに、８月以降、３カ月連続で前月を下回って

おります。しかしながら、５％台と、依然とし

て厳しい状況となっております。

４ページをごらんください。（２）の若年者

の雇用情勢についてです。アの全国の労働力状

態ですが、10月末現在の完全失業率は5.1％です

が、その中でも15歳から24歳が9.3％、25歳か

ら34歳が6.8％と、若年層で高くなっています。

次に、イの平成22年３月新規高等学校卒業予定

者の就職内定の状況についてです。まず、

（ア）の本県における就職内定の状況ですが、

本年10月末現在で就職内定率は54.4％で、対前

年同期比で12.3ポイントの減と、大変厳しい状

況となっています。次に、（イ）の九州・沖縄

各県における就職内定率ですが、表のとおり、

九州・沖縄各県の中でも本県は厳しい状況と

なっております。

５ページをお開きください。ウの平成22年３

月新規大学卒業予定者の就職内定の状況につい

てです。まず、（ア）の本県における就職内定

の状況ですが、本年10月末現在で就職内定率

が40.3％で、前年同期に比べ5.3ポイントの減と

なっています。次に、（イ）の九州・沖縄各県

における就職内定率ですが、表のとおり、九州

各県とも厳しい状況となっております。次に、

エの新規高等学校卒業者の就職後３年以内の離

職率についてです。まず、（ア）の全国と本県

の離職率ですが、本県の18年３月卒の就職後３

年以内の離職率は48.2％と、全国に比べ3.8ポイ

ント高くなっています。特に就職後１年目の離

職率は、ここ最近では年々減少はしてきている

ものの、20年３月卒では22.4％と、全国に比べ

３ポイント高くなっています。次に、（イ）の

九州・沖縄各県における離職率ですが、他県に
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比べ本県の19年３月卒及び20年３月卒の離職率

は高くなっています。

６ページをごらんください。オの新規大学卒

業者の就職後３年以内の離職率についてです。

まず、（ア）の全国と本県の離職率ですが、本

県の18年３月卒の就職後３年以内の離職率

は42.8％と、全国に比べ8.6ポイント高くなって

います。特に就職後１年目の離職率がここ最近

では減少はしてきているものの、20年３月卒で

は17.3％と、全国に比べ5.2ポイント高くなって

います。次に、（イ）の九州・沖縄各県におけ

る離職率ですが、他県に比べ本県の離職率は高

くなっています。次に、カの全国のフリーター

・ニート数の推移についてであります。まず、

（ア）のフリーター数の推移ですが、表のとお

り、年々減少傾向にあり、20年は全国で170万人

となっています。16年と比べ15歳から24歳が大

きく減少していますが、就職氷河期に正社員と

なれなかった25歳から34歳は減少が少なく、滞

留状況が続いております。次に、（イ）のニー

ト数の推移ですが、20年は全国で64万人となっ

ていますが、ここ数年60万人台で推移していま

す。

７ページをお開きください。２の若年者の就

労支援についてであります。まず、（１）の国

の取り組みについてです。アの新規学校卒業者

支援です。まず、高等学校卒業予定者就職面接

・相談会を県内３会場で、宮崎労働局、県、県

教育委員会の主催で実施しています。20年度

は181名の就職が決定しました。本年度は11月に

開催し、参加企業90社、参加者数は862名でし

た。次に、大学等就職説明会の実施です。21年

度は６月に開催し、80社、572名の参加がありま

した。次に、みやざき就職フェアの実施です。

来年２月に県内５会場で、宮崎労働局、県、開

催市町村等と共催で実施することにしていま

す。一般求職者のほか、来年３月卒業予定の大

学生や高校生も対象にしています。次に、各ハ

ローワークに高卒就職ジョブサポーターを配置

し、学校との連絡調整や求人開拓を実施してい

ます。また、ハローワークプラザ宮崎に大卒就

職ジョブサポーターを配置し、大学との連絡調

整や求人開拓を実施しています。

８ページをお開きください。イのフリーター

支援であります。まず、ハローワークによるフ

リーター常用就職支援です。フリーター向けの

窓口を設置し、就職活動に関する個別相談、指

導助言から、就職後の職場定着支援まで、常用

雇用化のための一貫した支援等を実施していま

す。次に、ジョブカフェ 県ではヤングＪＯ―

Ｂサポートみやざきですが における常用就―

職支援です。宮崎県若年者就職促進会議に対

し、職場見学会実施事業、就活塾、若手交流会

などの事業を委託しています。次に、トライア

ル雇用制度等の助成制度の活用による就職促進

です。トライアル雇用の活用や若年者等正規雇

用化特別奨励金により、常用雇用への移行を促

進しています。20年度、21年度の事業実績は表

のとおりです。次に、ウのニート支援です。ま

ず、地域若者サポートステーション事業を実施

しています。本県では昨年５月にみやざき若者

サポートステーションが設置され、国から相談

事業等が株式会社宮崎コミュニティーカレッジ

に委託されています。相談件数は表のとおりで

す。次に、若者自立塾事業の実施です。職業的

自立を支援するため、合宿形式による集団生活

を実施する団体に補助しています。本県では１

カ所、特定非営利活動法人フロンティア会が事

業を実施しています。

９ページをお開きください。エの若年者支援
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であります。ジョブ・カード制度等による若者

の職業能力開発機会の提供を行っており、ジョ

ブ・カードの取得者数は昨年４月から本年９月

までに2,057人となっています。次に、10月23日

に決定された国の緊急雇用対策の中で、高卒・

大卒就職ジョブサポーターの緊急増員配置が盛

り込まれ、11月16日に高卒・大卒就職ジョブサ

ポーターがそれぞれ１名ずつ増員配置されたと

ころです。次に、（２）の県の取り組みについ

てであります。まず、アの若年者就労支援につ

いてです。ヤングＪＯＢサポートみやざきを設

置、運営し、就職を希望する若年者に対する情

報提供、相談、セミナー等を実施しています。

本年度は11月末現在で2,3 0 9名の利用があ

り、103名の就職が決定しました。また、セミナ

ーを56回開催し、349人の参加がありました。次

に、みやざき若者サポートステーションの運営

団体にセミナー等の実施を委託しています。本

年度はセミナー等を70回、129名の参加がありま

した。

10ページをごらんください。日本版デュアル

システムの実施についてです。これは、民間教

育訓練機関等での座学と企業における実習を組

み合わせた職業訓練を実施するもので、県が４

コース、訓練終了者が35名、そのうち29名の就

職が決定しました。また、雇用・能力開発機構

で23コース、訓練終了者は296名で、そのう

ち243名の就職が決定しました。次に、イの県内

外の就職説明会の実施についてです。まず、県

外就職説明会を３会場で開催しました。今年度

は59社、311名のうち、30歳未満の者258名の参

加があり、うち４名の方の就職が決定しまし

た。次に、県内就職説明会を県内６カ所で開催

しました。本年度は180社、1,327名のうち、30

歳未満の者907名の参加があり、うち30歳未満の

者33名の就職が決定しました。これらの事業を

国、県、連携を図りながら実施しているところ

であります。

説明は以上です。

執行部の説明が終了しました○宮原委員長

が、その他の報告事項について質疑はありませ

んか。

新規学卒者雇用対策についてでご○徳重委員

ざいますが、民間への委託雇用ということで100

名程度、県の雇用ということで50名、150名とい

うことでございますね。これは県内地域ごとに

考えていらっしゃるんですか。例えば、県南、

県北、県央、そういった形での雇用を考えてい

らっしゃるんですか。

地域ごとというか、○渡邊商工観光労働部長

全体の枠としてこういう形をとりましたので、

今後どういう形でやるのか、そのあたりは、地

域ごとという概念がここで必要かどうかという

のはわかりませんが、いずれにしましても、例

えば県立高校であれば全学校に周知しています

ので、そのあたりの情報を全部集めて、例えば

臨時的任用で、小林にいる人であれば小林にお

ける県の出先機関の臨時職員とか、そういう道

もあるかもしれません。そこは今後詰めていき

たいと思います。

いずれにしても、学校も実業高校○徳重委員

あるいは普通高校、それぞれあるわけですが、

雇用の状態、就職の状態が悪い地域というのも

あるんじゃないかなと思うんです。悪いところ

にはある程度多目な配分、そういうのは考えて

いらっしゃるんですか。

配分という概念じゃ○渡邊商工観光労働部長

なくて、要するに、就職できなかった生徒が何

人おるかということです。そういう生徒に対し

て、どういう選択肢を希望されますかと。今後
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公募します。いろんな事業が手が挙がってきま

す。それに対して全員に紹介していかないかん

と私は思っていますので、地域云々というより

も、県全体、そういう状況も加味しながら、対

策をとっていくということじゃないかと思いま

す。

高卒、大卒、今、予想される人員○徳重委員

というか、こちらに希望する人がどれぐらいお

ると考えていらっしゃいますか。

実態はわかりませ○渡邊商工観光労働部長

ん。ただ、教育委員会は、最終的にどれぐらい

残るだろうかという想定をしているんです。最

悪の状況は、未就職者が100名以上残るんではな

いかとか、大学の場合は状況がちょっとわかり

ませんけれども、いずれにしても、非常に厳し

い就職状況でございますので、最終的に１月の

時点でどれぐらいと、数字がまた出てくるんだ

ろうと思います。そのあたりも実態を踏まえま

して、例えば150という枠を設けましたけれど

も、これで足りるのかということも考えなきゃ

いけない。もう一つは、枠が余ったらどうする

のかという問題もあります。例えば、新規学卒

者以外に雇用情勢が厳しい方々もおられるわけ

ですから、そういう方々の対応も含めて考えな

きゃいけない。今のところは、とにかく新規学

卒者の対策としてこういう枠を設けましたとい

うことでございますので、今後、年を越して、

先ほど申し上げましたけれども、１月になりま

すと、ある程度はっきりしてくるのかなと私は

思っていますので、その段階で精査して、具体

的な成案を得て、議案として固めていきたいと

いうふうに考えております。

けさ、テレビを見ていましたら、○徳重委員

農業法人もさることながら、個人の農業者のと

ころに支援しているという報道がされておった

んです。特にハウス経営は年末から年始にかけ

て非常に忙しくなる。冬場の仕事というのはハ

ウス園芸家は非常に忙しいんですが、このこと

もありまして、場合によっては、企業という形

でなくても、短期の３カ月ないし６カ月という

ような形での支援というのは考えていらっしゃ

らないのか。

今後検討します。当○渡邊商工観光労働部長

然そういうことも考えなきゃいけない。個々の

農家とか企業とか、そういう分け方もないんだ

ろうと思うんです。未就職者が手を挙げて、こ

ういう仕事にとりあえずつきたい、できるだけ

その窓口を広くして、いろんなあっせんをして

いくというのがこの事業だろうと思います。

それともう一つは、この事業というのは委託

事業なんですが、委託事業は、基金事業の要件

が１つありまして、公益的なサービス事業を委

託するということになっているんです。県が委

託するということでございますので、あるいは

県が直接雇用するということでございますの

で、そうすると、今おっしゃいました個々の農

家で自分の農業のために手伝わせるとか、そう

いう事業スキームが本当に正しいのかどうか、

厚労省がこの基金をつくっているわけですけれ

ども、非常に要件が厳しいんです。先ほどのペ

ーパーの中にもありましたように、今後、国に

も要件緩和を強く要望していこうと。使いやす

い、かつ次の就職に結びつくような雇用の使い

方、これがベストだと我々は思っていますの

で、そういうことも考えていきたいと思ってい

ます。

農家に就職をされた人が８カ月ぐ○徳重委員

らいで切れる。その後は支援を受けられない。

農家ではとても雇用し切れない。その方がおっ

しゃっていましたが、非常に楽しい、この仕事
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を続けられるんだったらありがたいと。新規就

農につながるんじゃないかと、私は非常に期待

もしたところでありまして、そういった形の中

で、就職される方が再雇用の道あるいは自分の

将来への方向を見つけていったらいいんじゃな

いかなと、非常に期待したところです。

関連してですけれども、よくここ○坂口委員

までこぎつけられたなと思うんです。新卒者と

いうことと、限りなく公的雇用に近いというこ

とで、しかも交付金事業で、本県みたいに特に

財政力の弱いところでよくこぎつけられたなと

思うんですけれども、150ということと、限界も

あったんでしょうけれども、今後、要件緩和を

求めていくということがありますね。具体的

に、ここまでたどられることでどこらがネック

だったのか、どうしても越せなかったのかとい

うことと、要件を緩和すれば今後どういったい

い方向に向かうのか、改善方向に向かうのかと

いうようなところは、ある程度の含みというの

は持っておられるんですか。

これは知事とも十分○渡邊商工観光労働部長

議論したテーマなんです。というのは、単に企

業に派遣して、企業で新たな事業に使っていた

だくんじゃなくて、次のステップに、次の正規

雇用につながらなくては意味がないわけです。

例えば、職業訓練的なこともできないのか。今

の基金事業のスキームでは、要件ではできない

んです。そのあたりがネックでございまして、

要件的に制限があるわけです。したがいまし

て、我々としても、国に要件緩和を申し上げて

いきたいと思いますし、ある面では、雇用とい

うところだけに着目するんじゃなくて、やはり

出口で、先ほど言いましたように、正規雇用に

結びつかないと意味がないわけでございますの

で、ある程度新たな産業の創出につながるとい

う意味では、今の事業展開というのも、こうい

う方法も我々としてはあり得ると思っています

し、いろんな事業展開ができるような、選択肢

が多いような、いろんなことができるような基

金事業であると使い勝手がいいというか、我々

地方でもいろんな可能性を検討しながら、事業

展開ができるのではないかというふうに思って

いるところでございます。

ぜひ、そうあってほしいと思うん○坂口委員

です。これをステップにして、引き続き正規の

雇用につながっていく、今度は自前で雇用でき

るというような……。そこで一つには、これと

セットで、この１年の間に、特に上の100名です

けれども、そこで何らかのフォローアップを

やっていきながら、雇用者側も被雇用者側もそ

れを継続して正規になっていくんだというとこ

ろへつながる一つの支援策、それから、そこを

ある意味ではデモンストレーション的な場と考

えて、実際、企業なりに行って、そういった労

働という活動を経験する中において、直接雇用

している雇用企業以外のところからそこに目を

向けさせて、こういう人材をうちが欲しいよな

といって、それが次のところでまた雇用につな

がっていくというような、基金事業の中でそこ

らのフォローアップ事業が、専門家を何名か雇

用してというようなのが緩和の中でやっていけ

ると、思惑に沿えるような結果につながるん

じゃないかなという気がしたものですから、緩

和というのは今後ぜひとも全力を挙げて実現し

てほしいということを要望しておきます。

もう一点、本資料の２ページ目の③、農商工

連携、「みやざき食と農の商談会2010」、農林

水産省事業でこちらがやっておられるというの

は、農政水産部あたりが何らかの形でかんでこ

ないと、そこらの情報交換なり、今後、情報を
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蓄積していって、それを本県の農業に生かすと

いう、そこらがどうかなと心配なんですけれど

も、中身はどうなっていますか。

毎年、県産品商談会とい○吉田商業支援課長

うのを我々サイドのほうでやっていまして、も

う22回やっているんですけれども、それをやる

につきまして、農林水産省の事業がありました

ものですから、宮崎銀行とか金融機関、こちら

が取引先の商業の活性化ということで取り組ん

でおります。農林漁業者、食品加工業者等を呼

びまして、150社とバイヤー2,000人が商談会を

やるということで、そこでどういう農産物が今

後市場に出るといいかなとか、どういう加工品

がいいかなということで、商談を大規模にやる

という事業でございます。

農業サイドから見ていて、バイヤ○坂口委員

ーのほうが求めるものに近づける 一つは品―

種の問題がありますね。栽培技術とか管理の問

題、ぜひとも農政水産のそういった技術面から

の情報は的確にとらえていって、それを生産に

フィードバックするというのが必要じゃないか

なという気がするものですから、今後、課題と

してですね。

わかりました。○吉田商業支援課長

先ほどの新規学卒者雇用の件に関○星原委員

してなんですが、実はある企業の社長さんと話

している中で 企業あたりと、教育委員会な―

り皆さん方のほうでもいいんですが、どういっ

た形だったら企業が１年なら１年引き受けてく

れるかという要望等を聞かれたことはあるんで

すか。今スタートして、これからそういう形で

やっていこうということなんですか。

今、教育委員会の進○渡邊商工観光労働部長

路対策専門員を増員しまして、各学校を全部

回っているんです。我々は、個別企業は回って

いませんけれども、各団体にお願いしていま

す。今後、各個別企業を回ろうかと思っていま

すけれども、その中で言われていることは、企

業の本体そのものが、いずれにしてもこういう

厳しい状況なものですから、まず年の瀬を越え

られるかどうかということを心配されている企

業が多いみたいです。したがいまして、もちろ

ん雇用したいんだけれども、そのあたりの状況

を見たいという企業もあられる。それから、も

う一つ言われたのは、やはり金融対策です。も

うちょっと金融対策あたりを充実してほしい、

そういう御意見もあったそうです。具体的に、

雇用については、事業を拡大する、生産量をふ

やす、そういうことでないと雇用はふえないわ

けでございまして、基本的にはそこにぶつかる

わけです。

したがいまして、今、生産量がなかなかふえ

ていない、あるいは需要がない状況の中で見通

しが立たない、そういう中で雇用を差し控えて

いる、そういう状況だろうと思うんです。した

がいまして、雇用対策はもちろん必要なんです

けれども、出口でちゃんとした雇用を吸収する

企業といいますか、企業が元気でないといかん

わけで、基本的にはそこにきわまるといいます

か、雇用対策も結局、新しい産業創出、企業が

元気になるということが解決でございますの

で、そういう視点で産業対策というのを考えて

いかないかんというふうに今、強く思っている

ところでございます。

その社長さんいわく、高卒の人た○星原委員

ちが自分のところの企業ですぐ使えるかという

となかなか厳しいと言うんです。というのは、

車の大型の免許とか、フォークリフトの免許と

か、資格がある程度あったり、多少経験してい

ないと、すぐに使えないので、新卒者はなかな
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か入れきらない。即戦力で使いたいという話を

されるものですから、そうなってくると、技術

専門校、そういうところでの資格なり、あるい

は清武にある産業開発青年隊、今までにもそう

いう形の資格を取るためにやられていると思う

んですが、一方では、そういう資格を持たせる

ことを１年なら１年やって、企業に使えるよう

な形も今までもなされておると思うんですけれ

ども、そういうことがないと、新卒をすぐにと

いうのがなかなか厳しいんですという話があっ

たものですから、なるほどそういうことも一方

で考えていかないかんのかなというふうに思っ

た次第であります。そういう面やらを組み合わ

せながら、厳しい中をうまく乗り越えていって

ほしいなというふうに思うんです。

先日、都城のある企○渡邊商工観光労働部長

業の社長さんは、やはり即戦力ということで、

新卒雇用はゼロでございました。工場を今度拡

大するんですけれども、そこに新卒雇用はいな

いんだそうです。みんな即戦力で、そういう経

験のある方を採用した、そういうお話を聞いて

おります。今おっしゃった視点は非常に大事な

んでございますが、この基金事業を活用すると

きにそういうことができないのか、知事なんか

の発想は斬新でございまして、県庁で雇用し

て、職業訓練あるいは技術、そういうことはで

きないのかということも知事は一つ考えておら

れたんですけれども、この基金事業ではなかな

かそれが難しい。それともう一つは、県庁で直

接雇用しますと、地方公務員法上の問題も出て

きまして、制度的なネックもあるわけでござい

ます。したがいまして、いろんな方法で次の正

規職員としての就職に結びつくような基金活用

というのが一番大事だと我々も思っていますの

で、とにかくそういう視点でこの事業を進めて

いきたいと思っています。

よろしくお願いします。○星原委員

関連。今の部長の答弁からする○井上委員

と、県の臨時的任用という50名、これはわけが

わからないんですけれども、これは何なんです

か。なぜ①に入らなかったのか、何で県の任用

なのかというのがよくわからない。

この基金事業という○渡邊商工観光労働部長

のは２つありまして、一つは委託事業です。も

う一つは直接雇用で新たな事業、公サービスを

展開していいという事業スキームなんです。も

ちろん、民間の公募型でこういう事業を一つ考

えました。もう一つは、県庁で直接雇用しまし

て、新たな県の公サービスを提供するときにそ

の新規学卒者を使うということでこういう事業

展開になっているということです。

任用というのは４カ月から８カ月○井上委員

ですね。先ほど言われたようなスキルという

か、そういうのがアップできるようなものに、

県の臨時的任用の中でそれは可能かどうかとい

う話です。

先ほどから申し上げ○渡邊商工観光労働部長

ますように、できないんです。できないから我

々は困っているんです。今後、国に要望してい

きます。井上委員にも強く要望して民主党のほ

うにもつないでいただきたいと思いますけれど

も、我々としては強く要望して、次のスキル

アップに結びつくような雇用形態ができないの

か、基金活用ができないのかというのが我々の

一番今……。したがって、この要望にはそうい

うことが書いてあるんです。要望としては、そ

ういうことを要望したいということでございま

す。

笑って済まされるような内容では○井上委員

ないと思っているんです。結局、費用対効果で
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すね。効果があらわれるのかということと、民

間への委託雇用というのは、先ほど星原委員か

らも出たように、いろんな意味での、次のス

テップも含めていろいろなことが考えられるん

です。企業に直接金はやれないんだけれども、

こういう形だったら何かいろいろなことが考え

られるわけです。先があるわけです。この県の

というのは、人的なものを、今いる任用の方も

含めてですけれども、膨らませるということで

はないんでしょう。膨らませるんですか。50膨

らませるということ。

50膨らませるという○渡邊商工観光労働部長

ことです。

50膨らませるんだったら、50膨ら○井上委員

ませたのも、県が何ができるかです。単に、仕

事って、こんなに職場って楽なのと思われる

と、ちょっと言い方が悪いんですが、それは困

るんです。一番困ることなんです。本当に仕事

をしていくときの、そこで身につけるべきもの

が身につくということが大事なんです。そこが

ないと、ただ一時期、頭で何を考えていらっ

しゃるかわからないけれども、若い女の子が50

名来て、しばらくいて、そういう発想なのか、

それとも、これには男子学生も入っているとい

うふうに思えば、その人たちも含めてどういう

職業的なことがここでできるのかということな

んです。そこが知りたいんです。

井上委員がおっ○渡邊商工観光労働部長

しゃっていることは、もちろんそのとおりだと

思うんです。我々は、この場合は、従来の、例

えば臨時職員のイメージではいけないと。少な

くとも、県庁内あるいは出先機関あるいは教育

委員会で本当に次のステップアップにつながる

ような職業、仕事、そういうものについてもら

うということが一番大事だろうと思います。そ

れともう一つは、その中で次の正規の雇用に結

びつくようなスキルアップ、そういうのに結び

つくような仕事につかせないと意味がないと

思っていますので、そのあたりは十分我々も、

今検討しているところでございます。そういう

御意見に沿うような形で、そうしないと、この

活用が意味がありませんので、我々もそう思っ

ています。

私も前の議会の中で公的任用とい○井上委員

うことは取り上げたことがあって、これは、

やってほしいということの一つであるんです。

ただ、いろんな意味で危険性もあるわけです。

同じ５億以上の金を使うとしたら、５億以上の

効果が出るというのが、そこが非常に大事なの

ではないか。県の臨時的任用のときの任用先と

いうのが、私は注目だなというふうに思うんで

す。よく考えないと、ここは税金の使い方を含

めて問題点のあるところが出てくるのではない

かというふうに思います。このメッセージの仕

方も、本来雇用したいなと思っていたところと

の関係とかはどうなるのかなと思ったり、タイ

ミングの問題とかいろいろ考えさせられるんで

すが、できるだけ宮崎も、年越し派遣村みたい

なことがないような、ワンストップのサービス

ができるような状況というのは一方ではつくら

ないといけないんでしょうけれども、このメッ

セージがそういう形では企業にとってのアップ

になるような、５億以上使うわけですから、そ

こは考えていただきたい。私は、これについて

は期待と警戒と両方持ちながら注目しているん

です。

井上委員がおっ○渡邊商工観光労働部長

しゃったことは、もちろんそういう心配はある

と思うんです。我々も教育委員会と一生懸命こ

のあたりは議論したテーマなんです。というの
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は、先ほど言いましたように、進路対策専門員

が就職活動を一生懸命やっておられるんです。

そういう中で、こういう形のものも一方で打っ

ていいのか、まずはその状況を見ようじゃない

かという議論もあったんですが、非常に不安を

持っている生徒さんたちあるいは御家族、そう

いう方々に、ある面でのセーフティネットとし

て、こういう対策もありますから、一生懸命就

職についても頑張っていただくようにという

メッセージでもあると私は思っていますので、

そういう意味で、教育委員会あたりとも十分議

論して早期にこういう形を出していただいた

と。もちろん、我々としては、先ほども申し上

げましたように、この雇用形態が、こういう活

用が正常な姿とは思っていないんです。企業に

ちゃんと雇用してほしい。これはあくまでも、

そういう方々から外れた方に対するセーフティ

ネットですよということを先ほども御説明しま

したけれども、そういう観点でおりますので、

今後とも、我々は企業に粘り強く雇用について

お願いしていくしかないし、教育委員会の進路

対策専門員についても本当に頑張っていただき

たい、そういうふうに思っています。

最後に要望ですが、知事が言われ○井上委員

たのは、ある意味では同感なんです。東北とか

に調査に行ってみると、即戦力の人材というの

をつくり上げているんです。やはりそこの掘り

起こしと、それから、教育機関ではないのであ

れですが、教育委員会とはそういうことも含め

てマッチできるような、労働のあれがスムーズ

にいけるような体制というのをつくっていただ

くようにこれからも こういうことを繰り返―

さないで済むような状況をどうやってつくり上

げていくかということが大事なのではないかと

いうふうに思いますので、よろしくお願いした

いと思っています。

お願いということですので、よ○宮原委員長

ろしくお願いします。

関連することでありますが、要件○太田委員

緩和というのが今後の課題だなというふうにも

思っております。民間と県との関係で形態が違

うものですから、イメージを確認するために質

問させてもらいますが、県の臨時的任用につい

ては、例えば教育委員会であれば、学校の先生

のかわりといったらいけませんが、講師も可能

ということでいいんですか。

これから具体的に考えて○古賀商工政策課長

いくんですが、臨時的にする場合に、例えば介

助を必要とする生徒さんがいらっしゃったら、

その補助員になっていただくとか、そういった

高校生でもできるようなものがあるんじゃない

か、もしくは教員の資格を持っている場合は、

そういった方々と競合するものですから、一般

的に雇おうとしていますので、そこは問題があ

るんじゃなかろうか、そのあたりについては今

後、教育委員会と詰めさせていただきたいと

思っております。

高卒者、大卒者と書いてあったも○太田委員

のですから、教員免許を持っている方が自分の

経験を生かすことができる、将来それが自分の

経験として付加されるならば講師もいいなとい

う思いがあったものですから、今後、２月議会

で成案をするということですから、その辺の議

論もお願いしておきたいと思います。

それから、民間のほうなんですが、企業等へ

委託ということで部長も説明されたところなん

ですが、イメージ的に、企業が人を採用するか

ら、それにこの金を使うということじゃなく

て、公的な事業の何かの委託をする、そのこと

が認められた場合に採用がなっていくというこ
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となんだろうなと思ったんですが、単なる個人

採用、企業が採用することに補助金を出すとい

うことではないわけですね。その辺をちょっと

説明してください。

この基金事業は一番○渡邊商工観光労働部長

そこがポイントなんです。今回は委託するんで

すが、委託事業内容を民間から企画を公募する

ということです。我々行政サービスを今やって

います。直接やっている、あるいは委託して

やっています。民間企業は民間企業で純粋の事

業、企業収益に結びつく事業をやっています。

この基金事業はどういう事業に充てられるのか

ということになりますと、例えば新規事業、新

エネルギーとか新たなテーマに向かった研究事

業とか、あるいは販路拡大、新たな事業拡大、

これは考えてみれば企業の自分たちの事業じゃ

ないかという言い方もできるんですが、全体的

には、県全体の県産品、物産の振興につながる

事業とか、いろいろつながりはあるわけです。

そこはいろんなテーマがあります。国が示した

基準がいっぱいあるんですけれども、例もあり

ます。そういうものを企業に示しながら、企業

のほうで考えていただきたいんです。実は、こ

の同じ事業は、ふるさと基金で今年度やった事

業もあります。観光なんかも観光応援事業とし

てやった事業もあるんです。そういうものをい

ろいろ、我々の発想では出てこないような発想

というのを企業から公募する。そして、それを

整理しまして、あなたたち、そこに行きなさい

というんじゃなくて、未就職者も自分に合った

仕事というものを希望するんだろうと思うんで

す。そこをうまくマッチングさせることが一番

大事だと。それから、県の事業でも、先ほど講

師の話がありましたが、いろんな仕事が出てく

るわけです。そういう仕事を外に出しながら、

どれを選択されますかという要望を聞いて、そ

こをうまくマッチングさせなきゃいけない、我

々はそう思っていますので、そういう事業展開

を今後具体的に精査して、事業スキームをつ

くっていきたいというふうに考えております。

わかりました。今の就職状況等で○太田委員

臨時的にさっと対応されておるということにつ

いては、評価をしていきたいと思います。要件

緩和というのは大事だろうと思うし、私は、直

接雇用ができるような、昔の失対事業みたいな

のが今必要じゃないかなという気がして、国の

ほうにはそういった柔軟な対応ができるよう

な、雇用の悪化を防ぐような要件緩和ができた

らなと思っております。

ほかのテーマに移りますけれども、本冊資料

の１ページ、農商工連携のほうですが、今回６

事業が新たに採択されておるわけですけれど

も、対象事業に①②③というふうにあるわけで

すが、今回は①のみが６事業上がったという理

解でいいと思いますが、２回目の公募の結果で

ありますので、トータルすると、①の新商品等

開発促進事業だけだったのか、内訳を教えてく

ださい。

今回、第２回目につきまし○森工業支援課長

ては、新商品等の開発が６件でございます。

すべて合わせてという分も教え○宮原委員長

てくださいということでした。

失礼しました。１回目、２○森工業支援課長

回目の公募合わせまして、①が11件でございま

す。②新生産技術等開発支援事業が１件でござ

います。③農商工連携支援機関活動助成事業が

２件でございます。

わかりました。○太田委員

既に出たことなんですが、新規高○野辺委員

等学校卒業者が３年で48.2％、約半数離職して
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しまっておるという大変ゆゆしき状態だと思う

んですが、学校の就職指導とかいう面でちょっ

と安易な面があって、とりあえず学校の名声を

上げるような形の中で、そういうことは必ずし

もないと言えるんでしょうか。

新規高等学校卒業者○篠田地域雇用対策室長

の離職率なんですけれども、いろいろ企業から

求人があって、仕事についてみたけれども、そ

の中で、例えば仕事が自分に合わないとか、あ

るいは賃金が思ったよりもらえないとか、ある

いは行った企業先で相談体制ができていなくて

一人孤立して、やめてしまおうかなとか、そう

いうこと等で離職している傾向があるようでご

ざいます。

先ほども井上委員のほうから指摘○野辺委員

がありましたが、今回の新規学卒者の雇用対策

の中で、県の臨時的任用とかこういうのがそう

いう形の中で結びついてきてしまう心配がある

ような気がするんですが、１年目でやめてしま

うとか、そういうことはありませんか。とりあ

えず、しようがないということでやられている

ことでしょうか。

今の基金事業の要件○渡邊商工観光労働部長

の中でこういう事業を考えたと。県としても行

政として、民間企画提案型もやりますけれど

も、臨時職員という採用形態が法上認められて

いるわけでございますので、それを活用しなが

ら一時雇用するということでございまして、先

ほど井上委員からもありましたように、中身に

ついては、新規学卒者だということを踏まえて

どういう形で仕事につかせるのか、これを十分

議論していかないかんと。ただ、これはそうい

う枠を用意したということでございまして、先

ほど言いましたように、子供たちの要望とか意

見とか、あるいは学校側の意向とか、そういう

ことも十分聞きながら、ちゃんとした形で最終

的に就職させる、雇用すべきだというふうに考

えていますので、一応そういう枠を用意したと

いうことで、中身は今後検討させていただくと

いうことにしていただきたいと思います。

県立産業技術専門校の22年度卒業○野辺委員

見込みの内定率は今幾らなんでしょうか。

11月25日現在で内定率○押川労働政策課長

が81.4％となっております。

卒業までには100％いけるという見○野辺委員

込みでしょうか。

先ほどから出ていますよ○押川労働政策課長

うに、非常に今厳しい状況にあります。校長を

初め県内外走り回って100％に少しでも近づける

努力をいたしているところでございます。

そういう中で、今度の定員を10名○野辺委員

ふやすということですが、これは２年ですか

ね、だから可能だということの見込みで……。

西都のほうは２年体制に○押川労働政策課長

なっております。

卒業時には十分いけるという考え○野辺委員

のもとに今回の枠の臨時的な定員増ということ

を図られるということですか。

来年３月就職される方の○押川労働政策課長

中で就職ができなかったというような方が進路

を変更されて、２年間のスキルアップに努めて

いただく、そういうことでより就職がしやすい

ような環境に、10名ですけれども、置かれたら

いいと思っております。

年末の雇用・金融対策ですが、こ○野辺委員

れは12月26日から30日、このねらいは、来春か

らの就職をねらった年末の相談窓口の設置とい

うことになるんですか。

職がない、もしくは住ま○古賀商工政策課長

いをどうしようかというような方も当然年末に
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なりますと出てくるでしょう。さらに、年末に

なりますと、金融、これにつきましては、我々

のほうで扱っていますのは中小企業の資金繰り

もございますけれども、一般の方々の資金とい

うことも出てくるだろうと。それにつきまして

は、福祉資金とか消費相談という格好で相談に

応じていきたいと。特に年末は、相談に行こう

と思っても、行く場所、どこに行ったらいいん

だろうかというようなことがございます。我々

のほうとしては、できるだけワンストップでそ

ういったものが対応できるようにしたいという

ふうに考えて、こういった窓口を設置しようと

いうことで今調整をいたしております。

金融窓口なんかは、例えば26日か○野辺委員

ら30日で年内の融資とかいうのは可能になって

くる件があるんですか。

銀行は30日まであいてい○古賀商工政策課長

ると思うんですけれども、30日に申し込んで30

日に金が出るというのは難しいんじゃなかろう

かと思います。ただ、相談をしていただいて、

こういった方法があるという部分では、すぐす

ぐその日には解決しませんけれども、解決方法

というのをその方にはお示しできるので、その

点では安心していただけるのかなと思っており

ます。

そういう意味からしたら、もう○野辺委員

ちょっと早目にできないのかなと。年内融資も

可能であるような日程的な組み方はできなかっ

たのかなと思ったんです。

例えば、中ほどに書いて○古賀商工政策課長

おりますけれども、信用保証協会でしたら、19

日以降は年内ずっと応じられるという格好にい

たしております。また、金融機関においても柔

軟な対応をしていただけると思っておりますの

で、そういった不安のあられる方については早

目に御相談していただくのが第一なんですけれ

ども、さらに年末になってどうしようかという

ときに、セーフティネットとしてこういった窓

口を設置するというものでございます。

ほかにございませんか。○宮原委員長

県の臨時的任用ですけれども、こ○黒木委員

れは待遇としては22条職員に準じるということ

でしょうか。

そのとおりです。○渡邊商工観光労働部長

民間への委託の場合も、それに準○黒木委員

じるような形でこの基金が運用されるわけです

か。

民間につきまして○渡邊商工観光労働部長

は、うちの実態調査がありまして、新卒高卒の

初任給あるいは新卒大卒の初任給、そのあたり

の実態を踏まえて支給要件については考えてい

きたいというふうに思っています。

新卒ではないんですけれども、○黒木委員

今、問題なのは、年末にかけて、来春について

もですけれども、失業がふえる可能性がある。

特に建設業なんかは入札制度改革でどこが生き

残るかわからないような状況で、例えば中山間

地では、県有林を利用して、何らかそこで雇用

を一時的にも生もうということで対策を講じよ

うと、景気・雇用対策の補正予算とか使ってす

るんですけれども、どれぐらいが失業するの

か、どれぐらいが確保できるのかというめどが

立たないものですから、なかなか難しいんで

す。話を聞きますと、４月からのほうが必要と

いう声を聞くんですけれども、とにかく計画が

立てられないものですから、難しいものですか

ら、それをやっていただくとありがたいという

人たちは幾らもいるんですけれども、各部と連

携していただいて、市町村とも密着していただ

いて、雇用対策、そういったものをしていただ
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くと助かると思いますので、ぜひそれをお願い

したいと思います。

黒木委員がおっしゃ○渡邊商工観光労働部長

るとおりだと思うんです。先ほど私、冒頭で御

説明しましたけれども、雇用情勢が厳しいのは

新規学卒者だけじゃないんです。特に中山間地

域、それから来年度に向けて公共事業が概算要

求ベースで15％も減っている、そういう中で今

後雇用情勢はますます厳しくなる。したがいま

して、我々としては、今回は一応新規学卒者対

策ということで早目に出しましたけれども、全

体の雇用対策というのは早急にまとめなきゃい

けないと思っていまして、今その作業にもか

かっておりまして、特に中山間地域対策、その

あたりも含めてやらなきゃいけないと。そし

て、早く出して、４月からスタートできるよう

な仕組みというのが一番大事じゃないかと我々

思っていますので、そういうことも含めて今検

討しているところでございます。

ほかにございませんか。○宮原委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、その他で何○宮原委員長

かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これもないようですので、それ○宮原委員長

では、以上をもって商工観光労働部を終了いた

します。執行部の皆様には大変御苦労さまでし

た。

暫時休憩いたします。

午前11時20分休憩

午後１時１分再開

委員会を再開いたします。○宮原委員長

本委員会に付託されました議案等についての

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

商工建設常任委員会の皆○山田県土整備部長

様には、かねてより県土整備行政の推進に大変

な御指導、御協力を賜っておりまして、厚く御

礼を申し上げます。

御説明に入らせていただきます前に、まずお

わびを申し上げます。先日、建設技術センター

において業務用パソコンが紛失しましたことが

判明いたしました。幸い、情報漏えいはなかっ

たものの、今後このような事態が発生しないよ

う、物品の適正な管理、利用や、情報セキュリ

ティーの徹底を改めて図ってまいりたいと存じ

ます。まことに申しわけございませんでした。

次に、一言お礼を申し上げます。去る10月28

日に宮崎市で開催しました九州地方治水大会宮

崎大会、10月21日に日向市で開催しました東九

州自動車道建設促進地方大会及び11月５日に高

千穂町で開催しました九州横断自動車道延岡線

建設促進地方大会におきましては、宮原委員長

を初め委員の皆様の御出席を賜りました。改め

て厚く御礼を申し上げます。

今後とも、東九州自動車道を初めとします県

内高速道路の早期整備やその他の社会資本の整

備に向け、全力で取り組んでまいりますので、

委員会を初め県議会の皆様のより一層の御支

援、御協力をお願いいたします。

今回の委員会で御審議をいただきます県土整

備部所管の議案等について概要を御説明いたし

ます。お手元に配付しております常任委員会資

料の表紙をめくっていただきますと、目次でご

ざいます。まず、管理課から、県土整備部の11

月補正予算案について御説明を申し上げます。

また、公の施設の指定管理者の指定につきまし

て、議案を提出させていただいております。次
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に、道路建設課から、工事請負契約の変更につ

きまして、議案を提出させていただいておりま

す。また、報告事項として、宮崎県の中長期道

路整備計画の中間見直しについて御説明申し上

げます。次に、道路保全課から、道路の管理瑕

疵に係る損害賠償額の決定を専決処分で行った

ことにつきまして、御報告を申し上げます。次

に、都市計画課から、宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例につ

きまして、議案を提出させていただいておりま

す。これは、土地区画整理法に基づく知事の権

限に属する事務の一部について、住民の利便性

の向上や事務処理の効率化等の観点から、取り

扱いを希望する市に移譲を行うために条例を改

正するものでございます。最後に建築住宅課か

ら、公の施設の指定管理者の指定につきまし

て、議案を提出させていただいております。ま

た、県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解

及び調停の専決処分を行ったことにつきまし

て、御報告を申し上げます。

以上が当委員会で御審議いただきます議案等

でありますが、詳細につきましては、それぞれ

担当課長から説明させますので、よろしくお願

いいたします。以上でございます。

管理課でございます。○成合管理課長

まず、今議会提出資料について御説明いたし

ます。各課が本日の委員会で説明に使用いたし

ます議会提出資料は、１つ目が11月定例県議会

提出議案、２つ目が11月定例県議会提出報告書

でございます。県土整備部関係分だけを抜粋し

てお手元の常任委員会資料にまとめております

ので、各課はこの資料で説明させていただきま

す。よろしくお願いいたします。

それでは、委員会資料の１ページをお開きく

ださい。県土整備部の11月補正予算の概要につ

いて御説明いたします。今議会において県土整

備部の歳出予算の補正はございません。ごらん

いただいております表は、一般会計繰越明許費

の補正でございますが、新たな事業の追加とし

て、公共交通安全施設事業など、次の２ページ

をお開きいただきますと合計欄がございます

が、21事業、35億3,153万5,000円をお願いして

おります。

次に、３ページをお開きいただきますと、繰

越額の増額変更をお願いしております。公共道

路新設改良事業など７事業でお願いしており、

補正後の繰越額は180億8,140万7,000円となりま

す。これらの繰り越しの理由といたしまして

は、用地交渉、工法検討に日時を要したことな

どによるものでございます。

なお、今回の追加と変更を合わせた補正後の

見込みを４ページにまとめて記載しておりま

す。今議会の申請分を含めまして、合計欄のと

おりでございます。

次に、５ページをごらんください。一般会計

債務負担行為の補正でございます。管理課の宮

崎県建設技術センター管理運営委託費など６事

業で合計30億9,862万円の追加をお願いしている

ところでございます。

次に、６ページをお開きください。債務負担

行為の変更でございますが、都市計画課の公共

街路事業費で変更をお願いしております。これ

は、先ほど説明しました５ページに記載の地方

道路交付金事業費に振りかえるものでございま

す。

続きまして、７ページをごらんください。議

案第９号「公の施設の指定管理者の指定につい

て」御説明いたします。本議案は、清武町に設

置しております宮崎県建設技術センターにつき

まして、公の施設に関する条例第10条の２第３
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項の規定によりまして、指定管理者を指定する

ものでございます。このことについて地方自治

法第244条の２第６項の規定により、県議会の議

決を求めるものでございます。まず、１の指定

管理者候補者でございますが、学校法人宮崎総

合学院理事長川越宏樹であります。次に、２の

指定期間でございますが、指定管理業務内容が

人材の確保あるいは青年隊の教育ということか

ら、これらに関するノウハウの蓄積と成果の発

揮に期間を要すること、教育期間が専攻課程を

含めますと２年間ということ等から考慮いたし

まして、５年間としております。次に、３の指

定管理者候補者の選定についてでございます。

（１）にありますように、ことしの７月１日か

ら８月31日までの２カ月間公募を行っておりま

す。その結果、１団体から応募があったところ

でございます。指定管理者候補者の選定につき

ましては、（２）の①にありますように、１次

審査で申請書類に基づいた資格審査を実施いた

しております。次に、２次審査において、②に

記載しておりますように、選定委員会において

審査を行い、候補者を決定したところでござい

ます。

次に、８ページをごらんください。（３）の

審査結果について御説明いたします。資料に記

載しておりますように、600点満点で471.5

点、100点満点に換算いたしますと、平均が78.6

点でございました。選定の理由は、記載してお

りますように、まず基準点の60点を超えている

こと、次に宮崎総合学院 今回の指定管理者―

候補者でございますが、学校法人の経営あるい

は指定管理業務の実績を有しておりまして、そ

の豊富なノウハウにより効果的な人材育成が期

待され、また施設の利活用促進を図る提案等も

あったことなどから、効果的かつ効率的に事業

を実施する管理運営能力を有すると認められた

ことによるものでございます。最後に、４の指

定管理料でございますが、年額で9,340万円、指

定期間の５年間の総額で４億6,700万円となって

おります。

管理課につきましては、以上でございます。

よろしくお願いいたします。

道路建設課でございま○濱田道路建設課長

す。

委員会資料の９ページをごらんください。議

案第８号「工事請負契約の変更について」御説

明いたします。一般国道219号地域連携推進事業

の片内トンネル工事の請負契約の変更について

であります。下のほうに位置図がございますけ

れども、現在、西都市大字尾八重におきまし

て、片内トンネルの整備を進めております。１

番に片内工区の事業概要、２番に片内トンネル

の工事の概要を記載しております。３番の工事

請負契約の概要でございますが、当初の請負金

額が７億2,562万1,780円、変更契約金額は７

億8,043万1,000円を予定しております。契約の

相手方は吉原・富岡・坂口特定建設工事共同企

業体、契約工期につきましては、平成22年３

月15日までを６月30日まで延伸する予定にして

おります。４番の変更理由でございますが、ト

ンネル掘削における岩盤や坑口付近の地質が当

初想定よりも悪かったため、ロックボルトや鋼

製支保工、さらには坑口付近ののり面の安定を

図るためのアンカー工を追加施工する必要が出

てきたことによるものでございます。

10ページをお開きください。米印でＮＡＴＭ

工法について簡単に御説明しております。この

工法は一般的な工法でございますけれども、吹

きつけコンクリートとロックボルトで地山の安

定を図るというものでございます。地質が想定
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よりも悪かったことから、吹きつけコンクリー

トの厚さを厚くする、あるいはロックボルトの

長さを長くするとともに、本数をふやしており

ます。さらに、Ｈ形鋼による鋼製支保工という

のも使っておるんですけれども、当初は断面の

上半分に設置する半円形のものを予定しており

ましたけれども、下半分にも必要ということで

馬蹄形の支保工に変更しております。米印の上

のほうにトンネルの平面図を示しておりますけ

れども、図面の右上に「至宮崎」というふうに

書いてございます。こちらのほうから掘削を始

めておりますけれども、坑口付近ののり面対策

としまして、当初はのり枠とロックボルトとい

うことで予定しておりましたけれども、掘削開

始前の大雨の影響でのり面にクラックが発生し

ましたことから、再調査をした結果、アンカー

工を施工することになりました。こうした要因

により今回の増額変更をお願いするものでござ

います。

次に、11ページをごらんください。報告事項

でございます。宮崎県の中長期道路整備計画の

中間見直しにつきましては、これまで６月及び

９月の常任委員会において御報告したところで

ございますけれども、その後の状況について簡

単に御報告いたします。２の（４）の会議内容

でございますけれども、宮崎県中長期道路整備

計画懇談会を、②に書いてございますよう

に、11月12日に２回目の懇談会を開催しており

ます。その中で、主な意見として示しておりま

す交流空間としての道路の利活用、トラックの

大型化に対応した整備、維持管理、部局間をま

たぐ連携等の御意見、御示唆をいただいており

ます。

12ページをごらんください。３のアンケート

調査の概要で、（２）の企業アンケートという

のを今回追加で行っております。物流あるいは

観光業界等の企業に対しまして、困っている点

や改善すべき点を調査いたしております。④の

結果概要で、表に示しておりますけれども、道

路整備につきましては、①の高速道路の整備や

③の幹線道路の整備にあわせまして、②の都市

部の渋滞対策というものを求められておりま

す。維持管理につきましては、通行どめに困っ

ている状況、あるいは安全通行のための木の伐

採といったものが挙げられております。利活用

につきましては、有料道路の料金値下げ、わか

りやすい案内標識の設置といったことが求めら

れております。米印の参考調査でございますけ

れども、コミュニティバスを運行しております

県内20の市町村へ道路に関する課題等を調査し

ております。その結果としまして、幅の狭い道

路の拡幅や除草あるいは木の伐採、こういった

ことが求められております。４番の課題の整理

でございますけれども、前回までは（１）から

（７）までの７つの課題でございましたけれど

も、今回追加のアンケート調査と懇談会での議

論を踏まえまして、（８）から（10）までの３

つを追加いたしまして、合わせまして10の課題

という形で整理しております。最後に、５番の

今後のスケジュールでございますけれども、当

初予定では今年度末までに見直しを行うという

こととしておりましたけれども、国の道路整備

に関する動向を踏まえますとともに、県のほう

で次期総合計画を策定するということになりま

したので、１年延ばしまして、平成22年度末ま

でに延伸するということにしたところでござい

ます。

道路建設課からは以上でございます。

道路保全課であります。○大寺道路保全課長

損害賠償額を定めたことについて地方自治法
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第180条第２項の規定に基づき御報告いたしま

す。委員会資料の13ページをお開きください。

今回の報告は、日南市での国道222号落石事故以

下７件でございます。事案内容別の内訳は、落

石事故が４件、穴ぼこ事故が２件、側溝ぶた不

全事故が１件でございます。発生日、発生場所

等につきましては、資料に記載のとおりでござ

います。損害賠償額の範囲は１万9,632円から55

万3,600円までとなっております。なお、賠償額

は、いずれもすべて道路賠償責任保険から支払

われます。報告事項の説明は以上であります

が、今後、さらに道路施設の安全確保に努めて

まいりたいと存じております。

道路保全課は以上でございます。

都市計画課でございま○黒田都市計画課長

す。

委員会資料の14ページをお開きください。議

案第６号「宮崎県における事務処理の特例に関

する条例の一部を改正する条例」について御説

明いたします。初めに、１の改正の趣旨であり

ます。県では、住民に身近な行政サービスはで

きる限り住民に身近な市町村で提供していくこ

とを基本に、市町村の希望選択によります権限

移譲を推進しております。今回、土地区画整理

法に基づく認可等の知事の権限につきまして、

住民の利便性の向上や事務処理の効率化等の観

点から、その一部を取り扱いを希望する市に移

譲するため、条例の一部を改正するものでござ

います。次に、２の移譲事務の内容について御

説明いたします。移譲いたしますのは、土地区

画整理法第51条の２の規定によります区画整理

会社の土地区画整理事業の施行認可及び同法

第125条の２の規定によります区画整理会社に対

する監督等の事務など、合計23事務でございま

す。区画整理会社が施行します土地区画整理事

業は、宅地の所有権または借地権を有する者を

株主とする株式会社が施行するもので、民間の

能力を活用した市街地の整備を推進するため、

平成17年に土地区画整理法が改正され、施行が

可能となったものであります。３の移譲先は、

都城市、延岡市、日向市としておりますが、こ

の３市につきましては、既に個人や組合で施行

いたします土地区画整理法の権限を移譲してお

り、十分に対応が可能と考えております。４の

施行期日といたしましては、平成22年４月１日

としております。なお、宮崎市につきまして

は、中核市のため、これらの事務は法令により

移譲済みとなっております。次の15ページか

ら18ページに現行と改正案の対照表を添付して

おりますが、説明は省略させていただきます。

都市計画課は以上でございます。

建築住宅課でございま○佐藤建築住宅課長

す。

委員会資料の19ページをお開きください。議

案第10号「公の施設の指定管理者の指定につい

て」であります。本議案につきましては、延岡

土木事務所管内の県営住宅13団地1,308戸につき

まして、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する

条例第75条第３項の規定により指定管理者を指

定することについて、地方自治法第244条の２第

６項の規定により県議会の議決を求めるもので

あります。まず、１の指定管理者候補者につき

ましては、延岡宅地建物取引業協同組合であり

ます。２の指定期間につきましては、公営住宅

を取り巻く制度の見直しがしばしば行われるこ

となど、今後の公営住宅の動向等を考慮しまし

て、３年間としております。次に、３の指定管

理者候補者の選定につきましては、（１）の①

にありますとおり、本年７月９日から９月４日

までの約２カ月間募集を行いましたところ、②
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にありますとおり、４者から応募がありまし

た。なお、指定管理者につきましては、③にあ

りますとおり、県営住宅と延岡市営住宅2,571戸

を合わせて同一の者に一体的に管理させるた

め、延岡市と共同で公募を行っておりまして、

延岡市におきましては、現在開会中の延岡市議

会に市営住宅等の指定管理者の指定についての

議案を上程しております。指定管理者候補者の

選定につきましては、各応募者に対し、（２）

の①にあります選定方法によりまして、②にあ

ります指定管理者候補者共同選定委員会におけ

る審査を経て選定されたものであります。

次のページをお開きください。審査の結果に

つきましては、（３）の①にありますとおり、

延岡宅地建物取引業協同組合が1,200点満点

で949点となっており、応募４者中第１位の得点

でありました。平均点15 8 . 2点ということ

で、100点満点に直すと79.1点ということです。

また、②の選定理由といたしましては、総合的

に最も高い得点を得たこと、施設の管理運営を

適正かつ着実に実施する能力を有していると認

められること、県営住宅制度を十分に理解した

上で徴収対策、維持修繕を図ることなど、適切

な事業計画が提案されていることが認められた

ことによるものであります。次点以下の応募者

につきましては、１者、公営住宅の指定管理の

実績のある者からの応募がありましたが、管理

の人員体制に疑問があり、相対的に低い評価と

なっております。残る２者につきましては、賃

貸住宅の管理実績がなく、低い評価となってお

ります。最後に、４の指定管理料につきまして

は、年額で3, 0 5 4万円、指定期間の３年間

で9,162万円となっております。

21ページをごらんください。次に、県営住宅

の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停につ

いて、地方自治法第180条第２項の規定に基づき

御報告いたします。県営住宅の家賃等を滞納さ

れている方に対しましては、入居者の立場に

立ったきめ細かな納付指導を行っているところ

ですが、受益者負担の公平性を確保する観点か

ら、悪質な滞納者に対しましては、明け渡し訴

訟等の法的措置を講じているところでありま

す。表に掲げております２名につきましては、

県営住宅の家賃等を長期間滞納しており、これ

までの再三の請求に対しても家賃等の納付がな

いことから、宮崎県営住宅の設置及び管理に関

する条例第33条第１項の規定に基づき、住宅の

明け渡し請求を行いましたが、うち１名につき

ましては、滞納している家賃を分割により納付

する旨の申し出があり、分割納付もやむを得な

いものとして和解を行うこととしたものであり

ます。また、もう１名につきましては、誠意あ

る対応が見られず、期限までに住宅を明け渡さ

なかったことから、住宅の明け渡しと滞納家賃

等の支払いを求めて訴えを提起するものであり

ます。表の右端の専決年月日をもちまして、そ

れぞれ専決処分を行ったものでございます。

建築住宅課は以上であります。

執行部の説明が終了しました○宮原委員長

が、その他の報告事項の質疑につきましては、

後ほどお受けしたいと思いますので、まず議案

及び報告事項についての質疑を受けたいと思い

ます。

管理課のほうで７ページでありま○太田委員

すが、公の施設の指定管理者の指定について、

結果的には１団体ということであるわけですけ

れども、できたら複数団体応募されることが望

ましいんではないかなと思うんですが、１団体

だったことについてはやむを得ないと思います

が、その辺の感想はいかがでしょうか。
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今回の建設技術センター指定○成合管理課長

管理につきましては、７ページの公募の状況の

ところにございますように、残念ながら応募団

体が１団体ということでございました。委員の

御指摘のとおりでございます。県といたしまし

ては、県公報あるいはホームページ等、マスコ

ミ等に広報いたしまして、直接的には経済団体

にも声かけをしたり、いろいろ工夫をしたとこ

ろでございます。７月から募集しまして、７月

に実際に建設技術センターのほうで現地の説明

会を実施したところ、８者ほどが現地視察には

来ていただいたんですが、結果的に１団体とい

うことで、今回の指定管理につきましては、業

務内容のとおり、青年隊という教育機関という

ような位置づけがございまして、通常の施設管

理等であれば、もっと応募団体が多かったのか

と思いますけれども、土木系の、建設技術系の

教育機関ということで、その辺のノウハウを

持った団体がなかなか難しかったのかなという

ふうに感じております。以上でございます。

わかりました。次の８ページにな○太田委員

りますが、指定管理料が年額こういう形で決め

られておるわけですけれども、直営と比較して

ということは算定が難しいのかなと思います

が、直営の場合から比較して、この指定料がど

うなのかというのは客観的には出ますか。

今回、この候補者が指定管理○成合管理課長

者になりますと、指定管理料の額は年額9,340万

円でお願いすることになろうかと思います。現

在の状況でございますが、現在、青年隊の訓練

の部分は産業開発青年協会に委託しておりまし

て、所長以下、青年隊の教育にかかわっている

職員がおりまして、概算でございますけれど

も、今回の指定管理によりまして、そういった

ものを推計いたしますと、約2,300～2,400万程

度の節減になるというふうに試算しているとこ

ろでございます。

今の説明の中で金額的にはわかり○太田委員

ましたが、協会がこれまでされていたというわ

けですが、指定管理になった場合は協会の職員

の方々はどうなるんですか。

青年協会につきましては、事○成合管理課長

務局長、それから指導員の方が３名ほど、嘱託

を含めますと６名いらっしゃいます。来年度か

ら総合学院のほうに全面的に施設管理と青年隊

の教育、すべて委託することになりますと、そ

の部分での協会の役割はなくなる。ただ、協会

のほうが青年隊ではなくて、建設技術者の講習

会とか、大型特殊自動車等の講習会等の国の委

託を受けておりまして、その辺の業務は残ると

いうことになろうかと思います。

雇用というところについては、私○太田委員

たちも非常に神経を使っているところなもんで

すから、ひとついろんな意味での配慮はお願い

しておきたいと思います。

続きまして、９ページの請負契約の変更とい

うことであります。こういった変更は当然ある

わけですが、契約金額から5,000万ほど増額変更

になっておりますが、落札率の関係でいく

と、5,000万追加したことによって落札率は結果

的には幾らぐらい上がったというようなことを

聞いていいですか。参考に教えてください。

落札率につきましては、○濱田道路建設課長

変わりません。と申しますのは、当初の設計額

に対して請負額が幾らかということが落札率に

なりますけれども、変更の請負金額は、変更の

設計額に対しまして、その落札率を掛けて請負

金額にしますので、落札率自体は一緒というこ

とでございます。

わかりました。○太田委員
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今の指定管理者の関連で聞かせて○野辺委員

ほしいんですが、よくわからないんですが、例

えば教授陣というか、そういう人たちについて

は、宮崎総合学院に人選とか委託するというこ

とですか。その辺がよくわからない。

７ページから８ページに記載○成合管理課長

しておりますけれども、今回の建設技術センタ

ーの指定管理でございますけれども、建設技術

センターには大きく３つの役割がございまし

て、一番大きいのが青年隊の教育訓練というこ

とで、もう一つが県職員、市町村職員の建設関

係の研修、それと骨材等の材料試験と、３つご

ざいまして、今回、総合学院のほうが候補者に

なりました指定管理者につきましては、青年隊

の教育訓練と建設技術センターの施設の管理運

営ということを全面的に委託することになりま

す。委員の御質問のありました青年隊の教育部

門は、すべて委託することになりますので、青

年隊の訓練を行う指導員あるいは講義等の教授

等につきましては、総合学院のほうで選定さ

れ、年間を通じて実施されることになるという

ことでございます。

現在、教育を受けていらっしゃる○徳重委員

青年隊の隊員は何人いらっしゃるんですか。

21年度は、基礎教育課程が８○成合管理課長

名、専攻課程が５名、計13名となっておりま

す。

宮崎県の現場を支える技術者とし○徳重委員

て、今までずっと青年隊を出た方々が中心に

なっていらっしゃったわけですが、今、仕事の

量も少なくなって、業界が大変厳しい状況にあ

るわけですけれども、今後、指定管理者に移っ

たこと等々で隊員がまだ減ってくるんじゃない

かというような心配はされていないものでしょ

うか。

委員の御意見のとおり、建設○成合管理課長

業界は非常に厳しい状況でございまして、た

だ、建設業協会等々の話を聞きますと、技術者

の年齢構成が、例えば団塊の世代と申しましょ

うか、高齢化しているとか、やはり若手の人

材、建設業者の人材育成というのは今後も重要

であるというお話を伺っております。

それと今年度は13名でございますけれども、

来年度の入隊者の状況でございますけれども、

１次試験を実施いたしまして、新たに22名の応

募がございまして、今のところ全員22名入校さ

れるということでございます。総合学院は、御

案内のとおり、いろいろ専門学校教育をやって

いますので、高校等との人材確保のノウハウと

かいろいろ持っておりますので、また県も協力

して、若手建設業者の育成に努めてまいりたい

というふうに考えております。

今までは県が中心になって、それ○徳重委員

ぞれ募集なり何なり、いろんな形でかけていた

わけですが、今後、学校にすべて指定管理者と

いうことで一任されて、県のほうとしては募集

や協力体制はどういう形でとられていくつもり

ですか。

総合学院が現在候補者でござ○成合管理課長

いまして、この議案で決定後は、その辺の細か

い詳細については学院のほうと詰めてまいりた

いと考えておりますけれども、県のほうもいろ

んな広報媒体、例えばホームページとか公報と

か、いろんな手段を持っておりますので、当

然、隊員の募集に当たっては全面的に協力して

いくという考えではおります。

こうして技術者がどんどん少なく○徳重委員

なっていく。業者も大変困っていらっしゃる。

技術者もいない。いい仕事ができなければ、社

会資本整備が十分でないということもあります
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ので、ぜひ積極的な協力をして、何とかこの指

定管理者が立派に運営できるようにやってほし

いなと、希望を申し上げておきたいと思いま

す。

住宅の指定管理者ですが、指定管理者になっ

た場合と現在の状況、どれぐらいの営業的な差

額が出るものですか。

コストの差額ということ○佐藤建築住宅課長

ですね。現在の直営に比べまして、指定管理に

移行することで420万円程度縮減できる、そうい

うふうに試算しております。

延岡が一番先にこうした形をとら○徳重委員

れたと思うんですが、県内、宮崎市ももちろ

ん、都城市も、それぞれの市町村もあって、こ

こは延岡市と一緒にということでございますの

で、同じような形で縮減できて、より効果が上

がるのであれば、ほかの市町村もこういった形

でやられる計画があるのかどうか。

延岡土木管内が先行いた○佐藤建築住宅課長

しましたのは、延岡土木の管理戸数が先行して

おります宮崎土木管内に次いで多かったために

延岡から始めたんですけれども、ほかに日向の

管内でありますとか、都城の管内、それぞれ800

戸程度あるんですけれども、これにつきまして

は、実は延岡のほうも２年程度、協議期間をか

けて、やっと今現在の段階にたどりついたとい

う状況ですので、ことしの５月に日向市には説

明に行きまして、協議を始めています。８月に

都城市にも行って説明しております。それぞれ

いずれの市もまだ検討段階ということで、導入

を決定する段階には至っていないんですけれど

も、今検討しておるという状況です。

ほかに、どうぞ。○宮原委員長

センターの指定管理ですけれど○坂口委員

も、一つには、センターが最も期待されて、ま

たそれにこたえていたものに、修了生の精神面

での強健さを醸成してきたという評価が大き

かったと思うんです。今後とも、特にあの業界

というのはそういった精神力の強さとか、責任

感の強さというのは求められていくと思うんで

すけど、そこらを継承していくようなこととい

うのは工夫が凝らされているんですか。

委員の御意見のとおり、青年○成合管理課長

隊というのは全寮制で、朝も早くから、夜は座

学というようなことで、どちらかというとかな

り厳しい訓練をずっと戦後から行ってまいりま

して、委員の御意見のように、ＯＢの方たち

の、あの校風を残してほしいというような御意

見も私、聞いていたところでございます。

総合学院の教育の基本理念なんですが、一つ

は、建設業の会社に勤めて即戦力の技術者の育

成、もう一つが社会性豊かな人材の育成という

ようなことで、例えば寮につきましては、全寮

制を継続するということを聞いておりますし、

カリキュラム等についても劇的に大きく変えら

れるということではなくて、現場での訓練、そ

ういったものも残されるということでございま

すので、総合学院として今の青年隊の校風を大

きく変更されるということはないというふうに

考えております。

そこらをしっかり受け継ぎなが○坂口委員

ら、しっかりした精神鍛錬というのをやってき

たというのは、一つにあそこで今、教鞭をとっ

ている県職員の人たちのノウハウというものと

か、業界なりＯＢとの連携、そういった総合的

なものでしっかり校風というものを守ってき

て、それがセンターのセンターたるゆえんだっ

たと思うんです。そのことが望まれての工夫を

凝らした上での指定管理者制度による存続とい

うことだと思うんです。そこは非常に重要な点
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だと思うんです。今後、健全で期待される形で

の県とか業界とかＯＢといったところの、介入

と言うとちょっと語弊があるかもしれませんけ

れども、そういった基本的な方針、こういう修

了生を育成していくんだというものは何らかで

受け継がれていくべきじゃないかなということ

で、介入はちょっと語弊があるから連携でしょ

うか。そこらは今後とも重く受けとめていっ

て、つないでいってほしいという気がするんで

すけれども、どうですか。

今の委員の御指摘も踏まえま○成合管理課長

して、また今後、決定された後、総合学院と十

分連携を図りながら、その辺の詳細を詰めてま

いりたいと考えております。

それらも含めて、今後、いよいよ○坂口委員

経営の中での教育というのが始まっていくんで

すけれども、この採点の際、説明があったけれ

ども、僕は忘れてしまったんですが、採点対象

に委託管理料の料金も含まれての評点になった

んだったですかね。

８ページに審査結果が載って○成合管理課長

おりますけれども、選定理由は（３）の②にあ

るとおりでございますけれども、その中の項目

の一つに、指定管理料というか、経費、コス

ト、そういった面の項目がございまして、その

辺は当然審査の対象になったということでござ

います。

それでなんですけれども、５年間○坂口委員

の契約ですね。今言ったようなものとか試行錯

誤的な部分が出てくるし、ニーズが変わる。そ

うすると、当然、教育というのはそれに的確に

対応していかないかんということで、作業量と

いうか、コストというものは変わってくる可能

性があると思うんです。そのときの契約金額の

変更、当然これは受けて立たなければいけな

い。当然、増額もあるでしょうし、減額もある

でしょうし、そこらのルールというのは一定の

ものはこさえられているんですか。

御説明しましたように、現○成合管理課長

在、指定管理料、年額9,340万ということで提案

があっております。ただ、ほかの指定管理と若

干違うのが、施設の維持管理とかだけではなく

て、今回、建設技術者の教育ということで、特

殊な内容かなというふうに思っております。そ

ういったことも踏まえて、年度ごとに指定管理

料は契約することになりますので、委員の御意

見のような、例えば教育内容を見直すとか、場

合によっては減額もあるかもしれませんけれど

も、そういった内容については柔軟に対応して

いくことと、指定管理業務については事前に計

画をいろいろ聞き取りまして、年度ごとに協定

を結んでいきたいというふうに考えておりま

す。

この世界は特に品確法とか技術が○坂口委員

問われるとか、そういったもので、今後ここで

求められる、極端に言ったら、資格なんかも新

たな資格が業界としてぜひ必要になってくると

いうようなことが起こり得る可能性は十分ある

と思うんです。そういったとき教授陣をふやす

なり、あるいはカリキュラム内容がまたふえて

いくなりなったとき、当然、受託側というのは

コストが伴うと思うんです。そういったことも

想定された中での契約にやっておかないと、５

年間何ぼで契約したんだからというようなこと

では、その場に当面して初めてまた検討せんな

ならんというようなことが出てくる。その方向

もまた学院側に示していないと、そういったニ

ーズを的確にとらえながら、よし、ここで改善

だということで教育内容に踏み込んだような変

更計画をして、発注者側と相談していきなが
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ら、柔軟に対応するというようなところがこの

５年間の中で必要じゃないかなという気がする

ものですから、取りとめのない難しいことを

言っていますけれども、今後の検討課題として

ぜひ詰めておいてほしいなという気がします。

検討ということですので、よろ○宮原委員長

しく検討しておいてください。お願いします。

ほかにございませんか。

今回の指定管理者の候補者選○西村副委員長

定、いわゆるコンペに関することなんですけれ

ども、これは県土整備部に限ったことではない

と思って聞いていただきたいんですが、コンペ

でプレゼンがある場合に、企業とか、そのコン

ペに応募する団体というものは、企業が頑張っ

てきた、団体が培ってきたノウハウを持って臨

むわけなんですけれども、当然、落札という

か、通るところもあれば落ちるところもあると

思うんです。例えば、コンペの際に伺ったこと

で、とったところじゃなくて落ちたところから

いろんなアイデアが来ますが、その中には非常

にいいアイデアがあったと。ただ、落ちてし

まったので、通られたところの企業なりにこう

いうアイデアがある、こうやったほうがいいよ

ということで注文されることというのはあるん

でしょうか。

今回の建設技術センターにお○成合管理課長

きましては、初めてのケースでございまして、

残念ながら１団体しか応募がございませんでし

たが、他部局、あるいはこれまでやった指定管

理者の選定に当たって、通常、各指定管理の施

設ごとにいろんな項目で審査されると思います

けれども、そういったアイデアについて、候補

者とならなかった団体のアイデア等を導入され

たかについては承知しておりませんけれども、

候補決定者になった方のものは採用しますけれ

ども、恐らくそういったものは採用されていな

いんじゃないかとは思います。

コンペの応募要件とか応募資○西村副委員長

格の中にそういうことがうたってあるというこ

とを聞いたことがある。例えば、通られたとこ

ろは、発注者側からこういう意見とか注文が来

た場合には速やかに応じることを条件とすると

いうような項目があるというふうに伺ったこと

があるものですから、それを聞いてみたところ

です。

続いて、応募して残念ながらとれなかったと

ころに対して、よくあるのが、紙切れ一枚ファ

クスが来たとか、電話一本、残念でしたという

ようなことが来るというのをよく聞くんですけ

れども、そのときに、あなたのところはこうい

うのが足りなかったとか、こうしたらよかった

というようなフィードバックというものはある

んでしょうか。

県営住宅のほうでは４者○佐藤建築住宅課長

で３者落ちられたんですけれども、どこが悪

かったというようなところのフィードバックは

いたしておりません。結果をお知らせしている

ということです。

さっきの話と総合して、今回○西村副委員長

の延岡の件の話をしているわけじゃないんで

す。県がコンペをやれば、一度うまくとってし

まえば、ほかの企業が出してきたアイデアも吸

収できて、またそれが３年後とか１年後とか、

新たな入札とか新たなプレゼンのときに、一度

とったところは非常に有利になっていって、と

れなかったところは、自分のところで蓄積した

アイデアばかりとられていって、なぜ落ちたか

もわからない、失敗を次に生かせないというこ

とは、宮崎県全体にとっても、その業界にとっ

てもマイナスというか、成長力が弱まるんじゃ
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ないか。場合によっては、ずっと結果的随契に

ならざるを得ないこともあるなと思いまして、

これは、初めに言ったとおり、県土整備部だけ

の問題じゃないんですけれども、商工分野、県

土整備分野というのは、こういうコンペが多い

と思いますので、参加したところにも何かしら

のフィードバックをするということ、これは民

間企業同士ではなかなか発達していることなの

で、ぜひお願いしたいと思いますけれども、部

長、何か御意見があればお願いしたいと思いま

す。

確かにおっしゃるとお○山田県土整備部長

り、業界全体のレベルアップの点ではいい御指

摘かなというふうに思っておりますけれども、

逆に、その業者が培ったノウハウ、これがオー

プンになってしまうと、かえってどうなのかな

という心配もあるのかなと思っておりますの

で、その辺はまたいろいろ検討させていただき

たいと思います。

ほかにありませんか。○宮原委員長

都市計画課のほうで14ページ、権○太田委員

限を移譲するテーマでありますが、読んでみる

と、私の理解が不足しているのかなと思います

が、結果的には、今度、区画整理会社の分が追

加して移譲されていきますという理解でいいん

ですか。区画整理組合のは既に移譲していたけ

れども、追加して会社の分を、認可業務等を移

譲するということでいいんですか。

土地区画整理事業の中○黒田都市計画課長

で、個人施行と組合施行につきましては、既に

移譲となっておりまして、今回、区画整理会社

について追加するということになります。

わかりました。○太田委員

最後にもう一つ、21ページ、訴えの提起、和

解及び調停のところですが、これは今まで質問

があったかもしれませんけれども、こういう和

解等に至るまでの、例えば滞納金額が幾らぐら

いになったからということか、滞納した月数が

このくらいになったら、相談もしくは訴えの提

起なんかをせないかんという一つの金額的な基

準があるのか、滞納した月数によって動きを起

こしていくのか、その辺はどういう考えでしょ

うか。

滞納の経過で、まず１カ○佐藤建築住宅課長

月目に滞納があったときに督促状を送るという

こと、３カ月目と５カ月目で催告書を１、２と

出し、６カ月たった段階で最終催告ということ

になるんですけれども、その後で明け渡し請求

をかけていくことになります。明け渡し請求を

かけた後に、誠意ある対応で、毎月こういうこ

とで滞納額を減らしていきますと、そういう納

付誓約があった場合に和解に至っています。そ

ういう約束もなされないで誠意ある対応が見ら

れない場合に明け渡しの訴訟に移行している、

そういう状況です。

結局、金額ではなくて、６カ月経○太田委員

過後にそういった対応をしていくということで

いいんですね。金額は関係なく、おくれた月数

が問題であるということですね。

そのとおりです。○佐藤建築住宅課長

わかりました。○太田委員

次に、その他の報告事項につい○宮原委員長

てということで、宮崎県の中長期道路整備計画

の中間見直しについてというところで質疑を受

けたいと思います。

１年おくれた 国の動向を見ざ○坂口委員 ―

るを得ないと思うんです。なかなか厳しい方向

しかないと思うんですけれども、今後、当然な

がら、かなり強力に国に対して地方の道路事情

の実態というものを認識させるということと、
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それにこたえさせるという作業がこの策定前に

必要じゃないかと思うんです。これについて大

きくは今後どういったことを国に訴え、どうい

う行動をとっていこうというようなことは持っ

ておられるんですか。

来年度の国土交通省の概○濱田道路建設課長

算要求の中では、道路事業につきましては、お

おむね今年度当初の約８割と、２割減というこ

とで非常に厳しい内容が示されております。本

県としましては、従来からですけれども、整備

がおくれている地方への重点配分ということを

お願いしてきておりまして、全国一律に２割

カットということではなくて、おくれている地

方に予算を重点配分していただきたいというこ

とを従来からもお願いしておりますし、今後

も、そういった方向で国のほうには要望を重ね

ていきたいというふうに考えておるところでご

ざいます。

当然なことだと思うんです。当然○坂口委員

なことながらも、220号のあの日南みたいなこと

が起こるということで、地方の実態がわかって

いないというのと、今の道路整備に対しての財

源の配分の仕方というものが、Ｂ/Ｃとか、時代

に合わなくなってきているんじゃないかという

気がするんです。この論法が確立されると、当

然、人口が集中しているところに行くし、利便

性が高まればＢ/Ｃもまた高くなっていくという

イタチごっこみたいな都会への投資になってい

くと思うんです。

例えば、その一方では、成合課長なんかは財

政におられたんですけれども、道路特定財源と

かこういったものの考え方まで変わってきたわ

けでしょう。たまたま知事が全国知事会の一括

交付金プロジェクトチームに今度入られたです

けれども、交付税の算定のあり方、例えば道路

整備の事業費なんかというのは、大まかに言え

ば道路の延長、どれだけ整備された道を持って

いるかということで基準財政需要額が決まって

いくということで、ストックしているところに

有利な交付税なんです。交付税の額がどんどん

仮に今後上がることがあっても、今の算定手法

というものが時代に合っていかないと、おくれ

たところはよりおくれていくということだと思

うんです。仮に交付税が増額されても、潤沢に

はなるけれども、よそはより以上に潤沢になっ

ていく。

そこで、雲をつかむような発想ですけれど

も、道路特定財源というのが一つの役割を終え

たということは、道路整備というのは基本的に

は一応日本列島には賄ったよということで、今

までは道路を持っているところがそういった算

定項目なりで入ってきていたですけれども、逆

に、必要な道路としてこれまで国に示していた

道路整備計画での未整備部分、だから整備率を

逆転するような項目がそこに入ってきて、道路

整備は一応区切りをつけた、特定財源をなくし

たけれども、これでおくれてきていた必要な道

路を持っている県がある、そこに対しての費用

項目はこれだというものが基準財政需要額算定

の中で入ってこないと、いつまでも一緒だと思

うんです。まして、段階補正なんていうのは、

人口割が緩くなってきて、だんだん狭められて

きているわけでしょう。ますます今後、どう

いったことをやって道路予算なり公共事業費が

確保されても、少なくとも地方配分のあり方の

中では、人が少ないところは決して有利に働い

てこないというものがあると思うんです。

前回の一般質問で僕が、税財源の移譲をやっ

たとき、宮崎は本当に得になるかと言ったの

は、そこにあったんですけれども、今後、交付
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税の費用算定の項目に時代に合ったもの、そし

て我々が求めているものの理論的に正しいもの

を項目がえをさせるような、そういうことを

やっていかないと、道路整備費がふえていくと

いうことはないんじゃないかと思うんです。20

％、30％減っていく中での計画を組もうたっ

て、幾らアンケート調査をやっても、どれもこ

れは必要な項目です。今まで緊急と言ってい

た、道が欲しいというものから、ゆとり、景観

を持ったものが欲しい、需要が増大してくるば

かりです。そんな中で財源が減っていけば、県

としては県民政策部なりを中心にしてそういっ

たもので訴えていって、従来の基準財政の考え

方ではとてもじゃないけどやっていけないんだ

ということと、時代が変わって、需要額として

認めるべき、真に必要としている新たなものが

発生してきていますよということを訴えていか

ないと、だめなんじゃないかなと思うんですけ

れども、成合課長、財政におられた経験上どう

思われますか。限界に来ていると思うんです。

管理課長としてお答えいたし○成合管理課長

ますが、委員のお話は、地方交付税の話にして

も、今後、非常に重要な問題かなと思っており

ます。委員の御意見にありましたように、例え

ば本県の場合、高速道路の供用率あるいは道路

の改良率が非常に低い状況にございます。委員

が御指摘のように、例えば地方交付税は面積と

か人口で配分される、そういったことを補てん

してきたのが国の補助事業とか交付金事業とい

うことでございますけれども、そこあたりの改

正というか、先ほど道路建設課長が言いました

ように、供用率とか改良率の低い地方への道路

予算なり公共事業予算の重点配分というのは、

地方として国のほうに訴えていく必要があるの

かなというふうに感じております。

取りとめのない話をしたけれど○坂口委員

も、考え方として、そろそろ発想を変えない

と、この格差というものは、広がることはあっ

ても縮まることがないというのをぜひ今後受け

とめていただいて、国へも、そういった基本的

なところから、県が一体になって知事を先頭に

訴えてほしい、これは要望にとどめておきま

す。

要望ということですので、よろ○宮原委員長

しくお願いしたいと思います。

ほかにはないですか。

御説明のときにいなくて大変失礼○井上委員

いたしました。これに関連してというか、教え

ていただきたいのは、宮崎に道づくりを考える

女性の会というのが８団体ぐらいあるじゃない

ですか。どういう団体なんですか。

道づくりを考える女性○渡辺高速道対策局長

の会というのは、全くの任意の組織でありまし

て、それぞれが自主的な判断でそれぞれの道づ

くりについて考えて行動していると。県とのか

かわりですけれども、高速道対策局が窓口には

なっていまして、任意の団体ですから、動きづ

らいところがあったりするので、その辺のお助

けをしているというところです。

対策局が窓口になっているという○井上委員

ことは、高速道対策局はこれについては所掌事

務か何かに明記されているということですね。

この団体についてはこうしなさいということが

対策局の局長の所掌事務の中にきちんと入って

いるというふうに理解していいんですか。

個別具体に女性の会と○渡辺高速道対策局長

いうのが所掌事務に入っているということはご

ざいませんで、高速道対策局の所掌は、高速道

路の推進に関することですので、そういうこと

の一環として高速道路を推進する団体との連携
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ということで関連しているということです。

後で結構ですので、明記したもの○井上委員

か何かをお届けいただけるといいんですけれど

も、局長の所掌事務みたいなものを書いたもの

を持ってきていただけるとよろしいんですけれ

ども、よろしくお願いいたします。

了解いたしました。○渡辺高速道対策局長

よろしくお願いします。○宮原委員長

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、その他で何○宮原委員長

かありませんか。

入札に参加して１番になった、専○黒木委員

門用語がちょっとわかりませんけれども、た

だ、資格を満たしていなかったということで結

局落札できなかったということがあると聞いて

いるんですけれども、それはどれぐらいあるん

でしょうか。

現在の一般競争入札は、事後○成合管理課長

審査型になっておりまして、入札の参加資格の

条件を事後審査するわけですけれども、例えば

その工事に必要な配置技術者が専任で配置でき

ないとか、場合によっては、その工種の実績が

ないとか、いろんなケースがありますけれど

も、細かいデータは持っておりませんけれど

も、事後審査でアウトになったという例は恐ら

く年間数件ではないかというふうに考えており

ます。

こういう公共事業が減少する前と○黒木委員

では、減ってきたことによって多くなったとい

うことはないんでしょうか。

入札制度については18年度ま○成合管理課長

で指名競争入札 一般競争入札も5,000万以上―

とかいろいろ入っておりましたけれども、基本

的に、指名競争であれば資格のある方を指名い

たしますので、事後審査ではございませんの

で、そういう失格ということはないんですが、

一般競争になりまして、許可を持った業者ある

いは入札参加資格を持った業者は電子入札で応

募できるということになりまして、後で事後審

査をして、先ほど申しましたような配置技術者

がいないとかいうことで失格になるケースが出

てきたということでございます。

参加資格を持たずにわざわざ入札○黒木委員

に参加する業者はいないと思うんです。原因と

しては、業者がその資格をわからなかった、そ

ういうふうに判断していいわけですか。それと

も、この資格を満たさなければならないという

ものがありますが、それがどうにでも解釈でき

るというようなこともあるかもしれませんけれ

ども、原因はどういうことでしょうか。

一たん落札候補者になりまし○成合管理課長

て失格というのは、一番多いケースは、工区分

割をしておりまして、同日開札をいたしまし

て、１回目の開札で落札候補者になって、２つ

目の工区でも落札候補者になった、ダブり合っ

た場合には最初のほうが生きて、後のほうがア

ウトになる。それと考えられますのは、業者の

方も最初から自分が失格になると思って参加さ

れる方は皆無だと思いますけれども、例えば配

置技術者が2,500万以上の工事については専任配

置ということになりますけれども、たまたま開

札等が重なって、配置技術者が不足して失格に

なるというようなことはあろうかと考えており

ます。

例えば、何年から何年の間に何メ○黒木委員

ーターの工事をしておかなければならないと

か、そういうことがあるんですが、文章の見方

によっては、一つの現場でという見方もできま

すし、何年かで満たせばいいというような、見
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方によってどうにでも見えるというような内容

があるような気がして、どっちでも解釈できる

ということで参加するというところもあるん

じゃないかというところがあるものですから、

それで失格になっていくと、結局、永遠に落札

できないということになるんではないかと思う

ところがあったものですから、そういうことは

ないわけでしょうか。

一般競争入札を導入いた○岡田技術企画課長

しまして２年少したつわけですが、一般競争入

札の入札参加資格要件として、配置予定技術者

とかあるいは施工実績等を問うております。こ

れらについては、一般競争入札を行う中で大分

定着してきていると私ども認識しております。

実際に公告文に対して疑問がある場合には、メ

ール等で問い合わせをできるようになっておる

し、私どもその質問に対して答えるようにして

おります。今、委員がおっしゃった部分は、文

章がどれぐらい明確に書かれているかというこ

となんですが、解釈のぶれがあるんではないか

ということなんですが、読まれる方は自社に都

合のいい読み方をしているんだと思います。私

ども発注機関でこれまでも説明してきておりま

して、一般競争入札に推移いたしまして既に２

年たっておりますので、そのあたりは十分に定

着しているのではないかと思っております。足

らない部分は私ども補強していかなきゃいけな

いと思っておりますが、これは入札に関するル

ールでございますので、当初の解釈というのは

しっかり守っていかなければ入札の信頼が揺ら

ぐのではないかと考えております。

ほかにございませんか。○宮原委員長

例年ですと、次年度の概算要求が○星原委員

できる時期で、議会が12月に終わると中央に陳

情なんかに行っていましたね。今、伝わってき

ているところでは、高速道路なり、国・県道な

り、公共事業費、先ほども言われたように、２

割削減みたいな話があるんですが、そういう状

況の中で、今の時点で県としては例年と比べて

どういうことが起こっているというか、どうい

う考えに至っているかというのはわかります

か。

まず、直轄事業につきま○濱田道路建設課長

しては、先月24日でしたか、九州地方整備局長

が知事のところにお見えになりまして、直轄事

業の本県関連分の概算要求についての御説明は

いただきました。これにつきましては、特に先

ほど220号の話も出ましたけれども、東九州自動

車道も県南のほうはかなり厳しい状況ですし、

横断道もかなり厳しい。そのほかの10号都城道

路、新富バイパス、門川日向拡幅も、今年度の

当初予算に比較しますと、かなり大幅なダウン

ということで、先週、延岡市長、日向市長、新

富町長、日南市長が井上委員とも一緒に党本部

と国土交通省のほうに要望に行かれておりま

す。県のほうも、知事が要望に伺うということ

で現在調整を進めております。それから、補助

事業とか交付金事業、県の事業につきまして

も、概算要求の出し直しという形で今出してお

ります。これにつきましては、あくまでも事務

レベルでやりとりをやっているという現在の状

況でございます。

説明を聞きますと、例年とすると○星原委員

かなり厳しい予算になっていくだろうというふ

うに我々も想定しているんですが、そういう流

れの中で今の景気の状況を見たときに、ますま

す県内の社会経済状況というのは冷え込んでい

くんじゃないかというおそれがあるわけです。

そういう中で、先ほども出ましたが、おくれて

いる地域、高速道にしても、国・県道にして
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も、そういうところに対する重点配分の話があ

りましたけれども、その辺のところをいかに

持っていくかで、宮崎県の来年度以降の景気の

問題、経済の問題に与える影響、地域に与える

影響が大きいんじゃないかと心配しているんで

す。知事も今後いろいろ云々という話も出まし

たが、県として新たに今までと違う形での要

望、陳情というか、要求の仕方というのは、何

かほかに作戦というか、考えはあるんですか。

新政権になりまして、そ○山田県土整備部長

ういう地方の要望の仕方というのがルール化さ

れましたので、それにのっとって11月15日には

民主党県連政策会議に県としての要望をさせて

いただいております。特にそれに先だって、直

轄事業関係が九州地方整備局長から知事に説明

がありました。それを踏まえて要望したという

ことが一つ。それから、九州地方整備局の説明

に対する知事の意見というのをこれもきちっと

上げております。これは九州地方整備局を通し

て政務三役まで報告されるというふうに聞いて

おります。最終的に、民主党県連の要望と、直

轄事業関係は九州地方整備局を通して政務三役

まで上がる。そこでいろいろ御判断されると我

々は考えておりまして、先ほど来、出ておりま

すおくれている地方に重点配分をどうしても

やっていただかないと、２割削減とかそういっ

たのが出ていますから、そこで何が勝負できる

かというと、おくれている地方に重点配分、そ

こを強く言っていく必要があるというふうに

思っておりまして、そういった形で知事にもい

ろいろ動いてもらいましたし、また早ければあ

したにでもということで今調整をしているとこ

ろなんですけれども、そういう形で政務三役ま

でいかに意見が上がって、それをのんでいただ

けるかどうか、そこにかかっているんじゃない

かなというふうに思っております。

もう一点なんですが、私、思うの○星原委員

は、全国平均が20％ぐらい削減で、多分、47都

道府県で高低差があるんじゃないかなというふ

うに思うんです。そういう情報を仕入れて、宮

崎の場合で何％、仮に熊本、鹿児島だったら何

％ぐらい、そういう比較なんかをしながら、先

にそういう情報を把握していって、これはおか

しいんじゃないかという形で突っ込んでいかな

いと、一律全国同じように15％なり20％前年度

比カットということにはならないんじゃない

か、そのおそれもあります。これは私の個人的

な考えですが、大臣がいるところとか、副大

臣、政務官がいるところとか、そういう形に

なっていくと、宮崎県の場合は今のところ、そ

ういう民主党の国会議員さんがいらっしゃらな

いわけで、判断されるときにそういうところで

の判断が入るかもしれない。そうなると、ある

部分では、全国の都道府県の配分率あたりをよ

く調査していただいて突っ込んでいってほし

い、そういう思いが私個人としてはしています

ので、そういう情報あたりもお願いすること

と、プラスほかの県の情報収集にも努めて、そ

ういうところで持っていかざるを得んのかなと

いうふうに思うんですが、そういうこと等につ

いては全然考えていらっしゃいませんか。どう

なんですか。

先ほど部長、道路建設課長の○成合管理課長

ほうからもお話がありましたように、11月24日

に国の直轄事業の事業計画の説明がございまし

て、宮崎県関係では河川、砂防、海岸、道路と

いう形で御説明があったわけです。21年度、今

年度予算と比較してどうかというのが、現在の

ところ、７割から10割の間で下限値と上限値で

説明をされておりまして、個々具体的なのは先
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ほど道路建設課長が説明いたしましたように、

高速道路関係で開通予定区間についてはほぼつ

いていますけれども、一般国道のほうがちょっ

と不足しているとか、そういう個別の箇所箇所

の状況は出ておりますけれども、全体的な事業

費が、全国を見ましても、やはり下限値と上限

値で整理されておりまして、なかなか一律的に

はわからないところでございます。

それと、先ほど申し上げましたように、供用

率とか改良率が各県違いますので、一概には申

し上げられないんですけれども、今公表されて

いるデータ等を見ると、各県、例えば少ないと

ころでは前年度の６割から７割、８割のところ

もあれば、本県の場合が、例えば道路予算でい

えば東九州自動車道を抱えておりますので、80

～100％というような状況で、今後、来年度に向

けて事業費が確定していかないと、その辺の分

析は、補助、交付金事業含めて難しいのかなと

思っています。いずれにいたしましても、先ほ

ど部長も申しましたように、改良率、供用率が

低い地方への重点配分というのは、地方として

今後要望を強めていく必要があろうかというふ

うには考えております。

こういう景気の中で、特に宮崎県○星原委員

は今までは第１次産業、農林漁業あるいは公共

事業という形で進んできていたわけですから、

その部分が両方とも非常に厳しいわけですか

ら、１億でも２億でもより多く予算獲得ができ

るような、いろんな知恵を使っていただいて段

取りをしていただいて、そういうことによって

県内が少しでもという強い思いでこれから臨ん

でほしいなというふうに思いますので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。

要望ということですので、よろ○宮原委員長

しくお願いしたいと思います。

前回の委員会や議会でのそれぞれ○坂口委員

の議員なんかの質疑要望の中での例の指名競争

入札の再考と最低制限価格の見直し、これに対

して、今、県土整備部ではどういった考えを

持っておられるのかを……。

９月議会で本商工建設常任委○成合管理課長

員会から申し入れ、要望がございました入札制

度のあり方についての検討研究でございます

が、まず１点は、いろんなデータを収集しよう

ということで、例えば全国の状況の調査、これ

は文書でやりとりをして、まだ集計がまとまっ

ておりませんが、それから県土整備部の発注機

関との意見交換会、そういったものを実施し、

今後いろんな団体等とも意見交換をしていく必

要があろうかと思います。知事のほうにはいろ

いろ時間をいただきまして、今の入札の現状等

を御説明いたしました。基本的には、県土整備

部あるいは知事としましても、偏りのある受注

というのが20年度若干見られたところでござい

まして、その是正についていろいろと今後工夫

できないのかということを考えておりますが、

今年度になりまして、総合評価の受注状況の評

価というのをＫ値イコール１というのを入れま

して、そういったものの効果、あるいは土木一

式ではＢクラス以下の地域企業育成型という、

施工期間中は受注が制限されるというような取

り組みも行っておりまして、年内の状況を検証

しながら、今後、部内でまた研究を進めていき

たいということで考えております。

今の受注調整のＫ値１、これは一○坂口委員

つにはもろ刃の剣で、まず企業の技術力とか経

営力というものが反映されにくい、受注に結び

つかないという面、あるいは将来に向けて、斜

陽の中にあるけれども、我が社はこれでとい

う、そこに投資していこうという人たちの投資
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に限界をせざるを得ないというところで、ここ

は工夫を要するかなと。あくまでも競争という

ことになれば、格差が出る、ゼロ受注が出ると

いうのは当然のことなんです。一般競争入札を

導入するときに知事はそのことを覚悟しなきゃ

いかんかったことです。そういったぐあいに宮

崎県の、せんだっての定例議会でも言ったんで

すけれども、道州制なりを見据えたときに、将

来、県内の業者が本当に県外の業者と九州とい

うエリアの中で勝負していけるのか、そこらま

で育てきるのかというのが一つあると思うんで

す。同じ育成の観点からでも地域企業育成型と

いうような、ある程度小さい工事については、

なるだけ配分というものを想定しながらの入札

・契約に持っていこうという両建ての必要が

あって、受注制限は、Ｋイコール１というのが

本当にそれでいいのか、２割、３割ぐらいの将

来への挑戦の可能性とか、技術力が評価される

ような可能性、だからＫイコール1.2なり1.3と

いう方法はないのかなというのと、いつの時点

で締め切るんだというもの、駆け込み寺的にそ

こに行った人は、極端に言ったら2.0を超すよう

なものがたまたま日にちが間に合ったからぽん

といけるとか、そういったもの、まだ今後一層

検討を要するような部分、将来を分析していく

必要があるものがあるような気がするんです。

これは検討課題として、まず前提として申し

上げておいて、いずれにせよ、業者全部は残せ

ないと思うんです。それから、県単とか小さい

ものは重点投資で今後さらに箇所が少なくなっ

ていくとなったときに、今の特ＡからＤに至る

ような５段階の人たちに本当にパイを事細かに

割っていける時代が続くのかということと、業

者が今の落札率できついから何とかしてくれ、

もうちょっと最低制限価格を上げてくれと言っ

ているゆえんというのは 県の最低制限価格―

の率というのは僕は間違いじゃないと思うんで

す。ただ、１年間仕事が確保できないから、経

費を食ってしまって、そこで出ていって、結果

的に現場赤字じゃなくて経費赤字が出ていって

倒産につながっているということで、調整をや

ればやるほど倒産の可能性はパイが一緒なら続

くとか、ここのところを大きい工夫が要ると思

うんです。例えばなんですけれども、元請は

Ａ、Ｂ、Ｃぐらいの３ランク、その下は一般管

理費を極力節約してもらって、技術力で今後は

勝負していって、元請さんにその技術力なりを

評価してもらって、下請でしっかり食っていけ

るよというようなものですね。これは仄聞なん

ですけれども、神奈川県ではそういうことで下

請契約を出したところの下請についても技術点

を与えていって評価していくというようなこと

に考え方を、最近ですけれども、変えたとも聞

くんです。そういったものを全体的に考えてい

くべきときに来ているんじゃないのかなという

ことです。答えは要りません。

それからもう一つ、最低制限価格についてで

すけれども、これを今まで２回見直してきて、

３度目をどう理屈づけして、どういったものを

検証していきながら、どう理論立ててから見直

そうかといったときは、もう間に合わないと思

うんです。現実に赤字で倒産している。今、報

道に出ないからですけれども、経営者の自殺も

あちこち出ています。夜逃げも出ている。年末

から年度末にかけて何が起こるかわからないと

いうようなこんな緊迫した状態の中で、やるな

らば、一つには思い切って緊急経済対策なり、

あるいは県内の異常事態ということを前提にし

た何らかの政治判断 これは緊急性があれ―

ば、節目を待って４月１日からとか何月何日の
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第何半期からだというようなものじゃないと思

うんです。やるかやらないかの腹決めが一つ。

もう一つには、先ほど商工観光労働部をやっ

たんですけれども、新卒者を緊急雇用基金で、

公費で抱えて民間に出すという方法をとるんで

す。前も何度かこういう発言したんですけれど

も、県のＯＢとか、特に検査とか技術にたけた

人たちを何らかで雇用していって、最低制限価

格を３度見直すのがどうも県民の世論をとれな

いだろうという判断に立っていれば、国交省方

式の低入札監視を徹底してやって、ヒアリング

をやって、下請もいじめない、品質もちゃんと

確保する、それも将来にわたってのライフサイ

クルでの品質だというところまで徹底的にヒア

リングをやっていって、それなら我が社はでき

ませんというものが辞退していけば、必要な経

費を自分なりに見て、最低制限価格に何％なり

足していって、92％、93％、これ以下だととて

も県のヒアリングをクリアできないよというも

のがあれば、これを抜き打ち的に、複雑な工事

とか下請を幾つか要するようなところに徹底し

てヒアリングをやっていくぞと。そのための体

制を推進機構の中なら推進機構の中でもこさえ

ていって、受注業者というのが、本当の適正な

競争というのは何なのか、我が社も経営を維持

していって、品質もしっかり保証したものを発

注者側に納めきれることが適正価格だと。何も

最低制限価格を推測して 今、お互いが殺し―

合いですよね。だれが勝つかわからない。一方

では、品質だの、企業の技術力だ、経営力だと

言っているけれども、運のよかった人が残って

いくというような感じだから、これはやっぱり

思い切るべきじゃないかという気がするんで

す。残らないところが出てくるのはしようがな

いけれども、残ってほしいところを残す工夫

と、せっかくやっている緊急経済対策が総合的

に生かされて雇用が守れるということを視点

に、何らかの英断をすべきときが来ているん

じゃないかと。指名へ一部戻すというのは、

しっかりした世論の形成と、そのほうが納税者

に対して得ですよという理論の検証というのが

要ると思うんです。最低制限価格を見直してく

れという悲痛な叫びにこたえる 会社が吹っ―

飛んでしまって、雇用も何もなくなるんだとい

う異常事態が起こっているということでの、節

目だ何だと言わずに、できるならあしたからで

もとか、あさってからでもという、できる日を

即スタートの日というぐらいの英断がぜひ欲し

いという気がするんです。その理論だったら、

県民は納得すると思うんです。難しいかもわか

らんですけれども、部長、何か答えられたら…

…。

今までいろいろ最低制限○山田県土整備部長

価格引き上げをやったり、あるいは受注状況を

評価したりとか、いろいろ工夫をしながら、こ

こまで来ておりまして、一つには、落札率が21

年度９月末で88％、九州各県の状況を見ます

と90％を超えているわけです。直近のところと

比べますと、２％、３％下回っている状況であ

りまして、90％を超えるということはなかなか

難しいという状況でありまして、その辺と、そ

れから一つには、経済対策で百何十億補正を組

んで対応してきております。そして前倒し発注

した、そういったことでかなり効果は出てきて

いるのかなという感じはしておりますけれど

も、これは長いスパンで見ますと、短期的な対

策でありますから、そういったもろもろを考え

て、最低制限価格についても原点に返って、そ

の原点はきちっと踏まえながら、今検討してい

るところでございます。
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ぜひ、一日も早くそこらを対応さ○坂口委員

れて、あくまでも通常の行政のやるべきやり方

としてじゃなくて、緊急的に守っていくんだ、

経済を混乱させないんだという緊急性、経済を

しっかり守るという観点から、荒削りというと

おかしいですけれども、必要と感じられたら早

くやるべきじゃないかという気がするんです。

せんだってからオーバースペックの問題が、

総合評価で余りコストがかかるのはだめだよと

なったんですけれども、総合評価自体がコスト

がかかるんです。契約には１人しか配置予定技

術者も使えない、望めないということでしょ

う。80点以上を何人かこさえていく必要がある

とか、あらゆることに対しての経費を、安全管

理にしてもそうですけれども、いろんなことに

対しての経費というものを会社としては見てい

かんとしようがない。１年間仕事があるかない

かわからんけれども、常にそれは持っておかな

いとチャンスに乗れない。先ほどの黒木委員の

失格の話もそうですけれども、当たってからそ

ろえますというのじゃ間に合わないということ

で、この総合評価になって一般管理費も含めた

経費が企業側はかかってきているということ。

それから、周年の仕事がなかなか 今回はこ―

ういった明許だの補正だのでつなげるようにあ

る程度なってきていますけれども、これも今後

パイが少なくなっていけば、とてもじゃないけ

れども、そういった空き期間が出てくるという

ことで、むしろ会社の本社の経費をしっかりか

けて理想的な経営、あるべき経営、社会保障も

しっかりしながら、人も周年雇用をやりながら

というようなところ、こういったものに報いら

れるようなやり方、とにかくそういったところ

を緊急的に守ろうという最低制限価格について

の何らかの工夫は上げるのか、いいかげんなこ

とでやって経営の混乱に結びつくような、ある

いは自分で自分の首を絞めて品質なりに心配が

あるようなところは排除するという工夫を凝ら

されるか、ぜひこれは要望しておきます。

要望ということですので、よろ○宮原委員長

しくお願いします。

今の時期、いろいろ業者の人たち○星原委員

と話をする機会が多くて、一番言われているの

が、一般競争入札になって、いつ仕事がとれる

かわからない中で仕事をとった、その仕事を

とって現場仕事をしていれば、県の現場担当者

の資質、そういったものを上げてもらわんと困

ると。自分たちのわずかなところの利益が残る

か残らんかのところが担当者によって厳しく

なったりする部分があるので、その辺の担当者

の技術レベルというか、事務的な問題にしても

レベルアップしてほしいと。現場にいつ見に来

るとかという問題でも、時間を決めていなが

ら、その時間に行って待っているのに約束を破

る、そういう問題やらいろんなことがいっぱい

出ているらしいんです。今、業者の人たちもぎ

りぎりのところで会社を維持しながら守ってい

る中で、県の現場管理担当の人たちも同じ意味

で、昔と比べると利幅が薄くなっているんだか

ら、いい仕事をいい形で少しでも早くいいよう

に上げるために双方が協力というんですか、何

かそういった流れの中で現場をやらせてもらわ

んと、なかなか厳しいんですという話を聞かさ

れます。そうなってくると、県、要するに発注

側も、自分たちが発注しているんだから、この

ようにやれとか、こうしろとか、簡単に変更な

りじゃなくて、この現場はどうやったら利益を

少しでも出しながらおさめていける、いい仕事

としておさめていけるかというのは、発注者側

と請負側とが両方で力を合わせていくような体
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制をつくっていかないと、そこが何％か利益が

出るか出ないかのぎりぎりのところなんですよ

という話を聞かされますと、現場で担当される

皆さん方の職員研修の中、あるいはいろんな形

で指導してうまく持っていけるようにしてもら

うと、随分負担が少ないという話を聞かされま

した。これは答弁は要りませんけれども、注意

を払っていただけるとありがたいなというふう

に思っていますので、ぜひよろしくお願いいた

しておきます。

要望ということですので、よろ○宮原委員長

しくお願いします。

私は志布志道路についてお聞きし○徳重委員

ておきたいんですが、御案内のとおり、21年度

予算が17億8,000万ぐらいついておったかと思い

ます。22年度が５億ないし７億程度という、

ちょっと過ぎると思うんです。３分の１を下回

るような予算しかつけられない。御案内のとお

り、Ｂ/Ｃ3.9ですか、約４倍というぐらいの高

い率を示しているわけで、もちろん220号の問題

もございますが、今、我々圏域では、これにす

べてがかかっている、圏域の経済あるいは産

業、すべての発展はこの志布志道路を完成する

ことにあるということで運動が展開されている

んです。志布志市、曽於市、そして都城・北諸

あるいは霧島市ひっくるめてそういう運動を展

開している中に、Ｂ/Ｃも3.9あるところでこう

いう金額しか出せない、そのことについてどう

も県の動きが見えない。例えば、東九州自動車

道は当然のこととしてつくということでもあり

ますし、さらに、横断道路についても、かなり

下回っているということもあるんですけれど

も、さらに鹿児島県は、御案内のとおり、５年

ぐらい前に８キロも開通している。宮崎県はま

だゼロメーターです。１メーターも開通してい

ない。同じ条件の道路がこんなにも差があっ

て、こんなにも動きがない、見えないというの

は、私は納得ができないわけです。県は志布志

道路について今後どのような対応を考えておる

のか、お伺いしておきたいと思います。

都城志布志道路のうち国○濱田道路建設課長

道10号都城道路ということで、今、都城インタ

ーチェンジから五十町間を国土交通省のほうで

整備されておりまして、委員がおっしゃいまし

たように、今年度の当初予算に比べて来年度の

概算要求額が非常に少ないということでござい

ます。これは都城道路に限りませず、10号でい

きますと、先ほど申しました門川日向拡幅とか

新富バイパスについても、今年度の予算と比較

しますとかなり大幅な減ということになってお

りまして、これにつきましては、先ほど部長が

申しましたけれども、先月15日でしたか、民主

党県連の政策会議のほうに、県としての要望事

項ということで、道路につきましては、220号と

あわせまして都城志布志道路につきましても要

望させていただいたところでございます。九州

地方整備局長が24日に説明にお見えになりまし

たときにも、県としての意見ということで、お

くれている地方への予算の重点配分、全体のパ

イをふやしていただかないと困るということ

で、これは大臣初め政務三役に局長のほうから

伝えていただくように要請したということでご

ざいます。東九州自動車道、横断道、220号ある

いは国道10号、こういった直轄事業の予算確保

につきましては、また知事のほうも、県連さん

を通じて国及び民主党本部のほうに要望させて

いただくということで、調整をお願いしている

という状況でございます。

基準になるのがＢ/Ｃということ○徳重委員

で、前の政権が中心になってこの数字を出して
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きたはずです。そのことを考えると、基準の４

倍もある道路が３分の１の予算、ちょっとでた

らめだと私は思わざるを得ないんです。そう

いったことを考えますときに、でたらめではな

いにしても、とにかく余りにもひどい話じゃな

いかなと思っているんです。聞かれたかどうか

わかりませんが、鹿児島も志布志市、曽於市、

残っているわけです。このことについて状況を

聞かれておりますか。

鹿児島県のほうは、鹿児○濱田道路建設課長

島県が整備をされていますので、直轄の整備区

間というのはございませんので、これは私ども

も県整備区間がございまして、この予算要望は

また別途しております。鹿児島県も当然されて

います。この結果がどうなるかというのはわか

りませんけれども、少なくとも我が県に関しま

しては、今現在事業中区間が３キロほどござい

ますけれども、これは来年度供用予定というこ

とにしておりますので、必要額は認めていただ

けるんではないかというふうには考えておりま

す。

道路というのは供用されなければ○徳重委員

意味がない。さらに、全線開通しなければ全く

意味がないんです。途中、一部の人はちょっと

喜ばれるでしょうけれども、そう考えると、鹿

児島県が県単であろうと、我が宮崎のほうは県

単と直轄と約半分ずつですが、それでも、いず

れにしても国費も相当入ってくるわけです。県

費も当然投入しなきゃならないわけですから、

同じスピード、レベルでやってもらわなきゃ困

るわけです。周辺に住んでいる人は一つもおも

しろくないです。宮崎県は何でこんなにおくれ

るのか、動きが鈍いんじゃないか、行動がとれ

ていないんじゃないか、要求されていないん

じゃないかという地元の人の声なんです。その

辺を県は吸い上げてもらわなきゃ困る。隣の県

で、道を挟んで隣、それがこんなにも違うのか

というのが明白なんです。その辺を課長、ぜひ

ひとつ強く訴えてほしいということを要望して

おきます。

要望ということですので、よろ○宮原委員長

しくお願いしたいと思います。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ないようですので、○宮原委員長

以上をもって県土整備部を終了いたします。執

行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時48分休憩

午後２時51分再開

委員会を再開いたします。○宮原委員長

まず、採決についてですが、委員会の日程の

最終日に行うこととなっておりますので、あし

た行いたいと思います。開会時刻は13時30分と

したいのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○宮原委員長

します。

そのほか何かございませんか。

坂口委員から出た意見なんです○井上委員

が、偏りの是正というのも検討しているという

ことは県側も言っていたんですけれども、実際

に公表されている分なので、現実にそのデータ

を見せてもらうと、努力して、とれるだろうと

思って頑張ってきた人たちが総合評価方式とか

いろんなことに阻まれて、６番目がとったりと

か、10番目がとったりということもあって、同

じ業者が３回とれたりとかして、１回もとれな

いという人たちが出てくるわけです。私ども
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も、委員会でどこまでそこを言うことができる

かというのは微妙なところもあるんですが、

バックデータみたいなものを一回出してもらっ

たりしながら、坂口委員が言われたようなこと

は検討に値するのではないか、委員会の審議に

時間をとっていただくことが必要なのではない

かというふうに思うんですが、それはいかがな

んでしょうか。

井上委員からそういう話が出て○宮原委員長

いますが、これについてそれぞれ御意見をお聞

かせいただきたいと思います。ここで暫時休憩

させていただいて、話をさせていただきたいと

思います。

暫時休憩いたします。

午後２時53分休憩

午後３時４分再開

委員会を再開いたします。○宮原委員長

以上で本日の委員会を終了いたします。御苦

労さまでした。

午後３時５分散会
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平成21年12月８日（火曜日）

午後１時29分再開

出席委員（９人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 西 村 賢

委 員 星 原 透

委 員 野 辺 修 光

委 員 黒 木 正 一

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

委員会を再開いたします。○宮原委員長

まず、議案の採決を行います。採決につきま

しては、議案ごとがよろしいでしょうか、一括

がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

それでは、一括して採決をいた○宮原委員長

します。

議案第１号、第６号、第８号、第９号及び

第10号につきましては、原案のとおり可決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって、○宮原委員長

議案第１号、第６号、第８号、第９号及び第10

号につきましては、原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第９号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

〔「採決」「継続」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りをいたしま○宮原委員長

す。

請願第９号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第９号○宮原委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、請願第19号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

〔「採決」「継続」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りをいたしま○宮原委員長

す。

請願第19号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第19号○宮原委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査につきましては、閉会中の継続審査とい

たしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、この○宮原委員長

旨、議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子案についてでありま

す。委員長報告の項目として特に御要望はあり

ませんか。

その他になろうかと思いますが、○太田委員

別冊で新たな150人という新規雇用の報告があり



- 43 -

ましたね。県も頑張りますということでは評価

できると思うんですが、これは学卒者を対象と

したものと一応提案はなっているものですか

ら、既に失業された方等への何らかの対応もと

いうことは何か言ったほうがいいのかなと。黒

木委員がきのうその辺の確認をされたような気

がして、そういうことかなと思って、そこは今

後、２月議会に提案ということですが、既に失

業されている方も含め、何か対応できるような

ことが考えられるといいがなという希望は持っ

ています。

わかりました。○宮原委員長

そのほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りをいたしたい○宮原委員長

と思います。

委員長報告につきましては、ただいまの御意

見を参考にいたしながら、正副委員長に御一任

いただくということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたしま○宮原委員長

す。

暫時休憩いたします。

午後１時33分休憩

午後１時44分再開

委員会を再開いたします。○宮原委員長

１月27日の閉会中の委員会につきましては、

ただいま御協議いただいたような内容を踏まえ

て委員会を開催するということに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたしま○宮原委員長

す。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、何もないようですの○宮原委員長

で、以上で委員会を終了いたします。委員の皆

様、お疲れさまでした。

午後１時45分閉会




